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道 人 事 委 員 会 規 則

職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する
規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関
する規則

（職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え）
第１条 平成 年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において北海道職員の給与に
関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以下「道職員給与条例」という。）別表第１か
ら別表第５まで、北海道学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以下
「学校職員給与条例」という。）別表第１若しくは別表第２、市町村立学校職員給与負担
法に規定する学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以下「市町村立
学校職員給与条例」という。）別表又は北海道地方警察職員の給与に関する条例（昭和
年北海道条例第 号。以下「警察職員給与条例」という。）別表第１から別表第４までの
給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額（学校職員給与条例別表第
２の備考 又は市町村立学校職員給与条例別表の備考 の規定の適用を受ける職員にあっ
ては、これらの規定（北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成６
年北海道条例第 号）附則第 項の規定によりなおその効力を有するものとされている公
立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和 年北海道条例第
号）第５条第１項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該規定を含む。）の適用が
ないものとした場合の給料月額。以下この条において同じ。）を受けていた職員の切替日
における号俸（以下「新号俸」という。）は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該
各号に定める号俸とする。
切替日の前日においてその者が受けていた給料月額（以下「旧給料月額」という。）
が切替日の前日においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に応じ
た別表第１の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給
料月額を受けていた期間（人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期
間。以下「経過期間」という。）に応じて別表第１に定める号俸
旧級が行政職給料表の１級又は４級である職員 人事委員会の定める号俸
旧給料月額が別表第２に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級（以
下「新級」という。）、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第２に定める号俸
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新級が行政職給料表の 級となる職員のうち旧給料月額が別表第２に掲げられていな
いもの 新級の 号俸
前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

（任期付研究員条例第５条第４項の規定による給料月額の切替え）
第２条 切替日の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成 年北海
道条例第 号）第５条第４項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における
給料月額（以下「新給料月額」という。）は、その者の旧給料月額に対応する次の表の新
給料月額欄に定める給料月額とする。

（任期付職員条例第７条第３項の規定による給料月額の切替え）
第３条 切替日の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 年北海道
条例第 号）第７条第３項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料月額は、その
者の旧給料月額に対応する次の表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

旧給料月額 新給料月額

円 円

旧給料月額 新給料月額

円 円

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。
別表第１ 旧級が行政職給料表の 級である職員以外の職員の新号俸
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

６ 級
円

８ 級

級

イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

４ 級

円

５ 級

７ 級

８ 級

９ 級

級

ウ 海事職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

３ 級 円

４ 級

５ 級

エ 大学教育職給料表の適用を受ける職員の新号俸
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旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

２ 級
円

３ 級

４ 級

（注）「大学教育職給料表」とは、道職員給与条例別表第３の教育職給料表をいう。

オ 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

３ 級
円

４ 級

（注）「高等学校教育職給料表」とは、学校職員給与条例別表第２の教育職給料表をいう。

カ 中学校及び小学校教育職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

３ 級
円

４ 級

（注）「中学校及び小学校教育職給料表」とは、市町村立学校職員給与条例別表の教育職
給料表をいう。

キ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

３ 級
円

４ 級

５ 級

ク 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

３ 級
円

４ 級

ケ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

５ 級 円

６ 級

コ 医療職給料表 の適用を受ける職員の新号俸

旧 級
経過期間

旧給料月額
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上

４ 級
円

５ 級

６ 級

別表第２ 旧級が行政職給料表の 級である職員の新号俸

旧給料月額
経過期間

新 級
３月未満

３月以上
６月未満

６月以上
９月未満

９月以上
月未満

月以上
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円 ９ 級

級

９ 級

級

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
（ 旨）

第１条 この規則は、北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成 年北
海道条例第 号。以下「道職員改正条例」という。）附則第８項から第 項までの規定、
北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号。
以下「学校職員改正条例」という。）附則第８項から第 項までの規定（市町村立学校職
員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北
海道条例第 号）附則第２項において準用する場合を含む。以下学校職員改正条例の規定
について規定する場合において同じ。）及び北海道地方警察職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号。以下「警察職員改正条例」という。）附
則第８項から第 項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。

法 地方公務員法（昭和 年法律第 号）をいう。
改正条例 道職員改正条例、学校職員改正条例又は警察職員改正条例をいう。
初任給等規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７
）をいう。

改正前の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する
規則（北海道人事委員会規則７ ）による改正前の初任給等規則をいう。
切替日 平成 年４月１日をいう。
初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第６に定める初任給基
準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の級への異動をいう。
基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級（改正条例附則第２項の

規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日におい
てその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第１の新級欄に掲げる職務
の級（同欄に２の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級））をい
う。
降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 法第 条第２項又は北海道職員等の分限に関する条例（昭和 年北海道条例第
号）第１条の２の規定により休職にされていた期間
イ 法第 条の２第１項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和
年法律第 号）第６条第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間

ウ 教育公務員特例法（昭和 年法律第１号）第 条第１項に規定する大学院修学休業
をしていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員等の処遇等に関する条例（昭
和 年北海道条例第１号）第２条第１項又は公益法人等への北海道職員等の派遣等に
関する条例（平成 年北海道条例第 号）第２条第１項の規定により派遣されていた
期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条の規定によ
り育児休業をしていた期間
カ 北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 年北海道条例第３号。以下
「道職員勤務時間等条例」という。）第 条及び北海道学校職員の勤務時間、休暇等
に関する条例（平成 年北海道条例第 号。以下「学校職員勤務時間等条例」とい
う。）第 条（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等
に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）第２条において準用する場合を含む。以
下学校職員勤務時間等条例の規定について規定する場合において同じ。）に規定する
病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
復職時調整 初任給等規則第 条又は北海道職員等の育児休業等に関する条例（平成

４年北海道条例第３号。以下「育児休業条例」という。）第６条の規定による号俸の調
整をいう。
再任用職員異動 法第 条の４第１項、第 条の５第１項又は第 条の６第１項若し

くは第２項の規定により採用された職員について行う道職員勤務時間等条例第２条又は
学校職員勤務時間等条例第３条の規定により定められた１週間当たりの勤務時間が異な
る他の職への異動をいう。
人事交流等職員 切替日以降に初任給等規則第 条各号に掲げる者であった者から人

事交流等又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成 年法律
第 号）第 条第１項の規定による採用により引き続き新たに給料表の適用を受ける職
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員となった者をいう。
（改正条例附則第８項の人事委員会規則で定める職員）
第３条 改正条例附則第８項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

切替日以降に初任給基準異動をした職員
切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間
に係る復職時調整をされたもの
切替日以降に再任用職員異動をした職員
切替日以降に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員（人事委員会の定め
るこれに準ずる職員を含む。）
（改正条例附則第９項の規定による給料の支給）
第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各
号に掲げる場合に該当することとなった職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当
することとなった職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特
定職員」という。）を除く。）であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応
じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条
例附則第９項の規定による給料として支給する。
給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合（第５号に掲げる場合を
除く。） 切替日の前日に当該異動があったものとした場合（切替日以降にこれらの異
動が２回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものと
した場合）に改正前の初任給等規則第 条から第 条までの規定の例により同日におい
て受けることとなる給料月額に相当する額
基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第５号に掲げる場合を除く。） 切替
日の前日において当該降格後の職務の級（当該職務の級が改正条例附則別表第１の新級
欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄
に掲げる職務の級（同欄に２の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務
の級））に降格をしたものとした場合（切替日以降に基準級より下位の職務の級への降
格を２回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした
場合）に、改正前の初任給等規則第 条の規定の例により同日において受けることとな
る給料月額に相当する額
切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合（第５号に掲
げる場合を除く。） 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初
任給等規則第 条又は道職員改正条例附則第 項の規定による改正前の育児休業条例第
６条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
再任用職員異動をした場合 改正条例による改正前の北海道職員の給与に関する条例

（昭和 年北海道条例第 号）別表第１から別表第５まで、北海道学校職員の給与に関
する条例（昭和 年北海道条例第 号）別表第１若しくは別表第２、市町村立学校職員
給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）別表
又は北海道地方警察職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）別表第１か
ら別表第４までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にそ
の者が属していた職務の級に応じた額（当該再任用職員異動後に法第 条の５第１項に
規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、道職員勤務時間等条例第
２条第２項又は学校職員勤務時間等条例第３条第２項の規定により定められたその者の
当該再任用職員異動後における勤務時間をこれらの条の第１項に規定する勤務時間で除
して得た数を乗じて得た額）
人事委員会の承認を得てその号俸を決定された場合又は人事委員会の定めるこれに準
ずる場合 人事委員会の定める額

２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その
者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に
相当する額を、改正条例附則第９項の規定による給料として支給する。
（改正条例第 項の規定による給料の支給）

第５条 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前条第１項各号に掲げる場
合に該当することとなった職員を除く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が
切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる
給料月額に相当する額（人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額）に
達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第 項の規定によ
る給料として支給する。
２ 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第１項各号に掲げ
る場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員
となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用した
としたならば支給されることとなる改正条例附則第９項の規定による給料の額に相当する
額を、改正条例附則第 項の規定による給料として支給する。
（この規則により難い場合の措置）
第６条 改正条例附則第８項から第 項までの規定による給料の支給について、この規則の
規定による場合には部内の他の職員との 衡を著しく失すると認められるときその他の特
別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることが
できる。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。
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平成 年改正条例の施行に伴う関係人事委員会規則の整理等に関する規則をここに公布す
る。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

平成 年改正条例の施行に伴う関係人事委員会規則の整理等に関する規則
（北海道人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正）
第１条 北海道人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則（北海道人事委員会規則
３ ３）の一部を次のように改正する。
第２条第 号及び第 号中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第 号及び第 号を次

のように改める。
及び 削除

第２条第 号中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第 号中「給料月額、昇給期間を
短縮すること及び」を「号俸又は」に改め、同条第 号中「第 号の 」を「第 号の
７」に改め、同条第 号の２中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第 号の５から第
号の７までを削り、同条中第 号の８を第 号の５とし、第 号の９を第 号の６とし、
同条第 号の 中「第４項」を「第５項」に改め、同号を同条第 号の７とし、同条第
号中「調整手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）第４条第７号」を「地域
手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）第５条第７号」に改める。
（へき地手当に関する規則の一部改正）
第２条 へき地手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正
する。
第８条の見出し中「調整手当」を「地域手当」に改め、同条中「調整手当に関する規則
（北海道人事委員会規則７ ）」を「地域手当に関する規則（北海道人事委員会規則
７ ）」に、「調整手当の」を「地域手当の」に改める。
（給与の支払監理に関する規則の一部改正）
第３条 給与の支払監理に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のよう
に改正する。
第５条第１項中「給料月額」を「号俸」に改める。
（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）
第４条 特地勤務手当等に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のよう
に改正する。
第４条の見出し中「調整手当」を「地域手当」に改め、同条中「調整手当に関する規則
（北海道人事委員会規則７ ）」を「地域手当に関する規則（北海道人事委員会規則
７ ）」に、「調整手当の」を「地域手当の」に改める。
（管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正）

第５条 管理職員特別勤務手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次
のように改正する。
第１条中「第５条第２項」を「第９条第２項」に、「第５条第３項」を「第９条第３
項」に、「第５条第４項」を「第９条第４項」に改める。
第２条第１項第２号中「第４条第１項」を「第７条第１項」に改め、同号ア中「第４条
第３項」を「第７条第３項」に改める。
（外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員等の処遇等に関する規則の一部改
正）
第６条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員等の処遇等に関する規則（北
海道人事委員会規則 ０）の一部を次のように改正する。
第３条第１項第１号中「調整手当」を「地域手当」に改める。
（北海道職員等の育児休業に関する規則の一部改正）
第７条 北海道職員等の育児休業に関する規則（北海道人事委員会規則 ０）の一部を次
のように改正する。
第２条第１項第１号中「掲げる期間」の次に「以外の期間」を加え、同条の次に次の１
条を加える。
（職務復帰後における給与の取扱い）
第３条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第６条の規定により引き続き
勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後におけ
る最初の昇給日（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７

）第 条に規定する昇給日をいう。）又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準
じてその者の号俸を調整することができる。
（一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正）
第８条 一般職の任期付職員の採用等に関する規則（北海道人事委員会規則 ０）の一部
を次のように改正する。
第８条中「給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は」を「号俸は」に、「給料月
額及びこれに係る次期昇給予定の時期の」を「号俸を超えない」に改める。
（昇給停止に関する経過措置に関する規則の廃止）
第９条 昇給停止に関する経過措置に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）は、廃
止する。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
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北海道人事委員会規則７

給与の支給に関する規則の一部を改正する規則
給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正する。
第 条の２第２号中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第 条の２第１項第１号中「（第３項を除く。）」を削り、同項第２号を削り、同項第３

号中「第３項」を「第３項及び第４項」に改め、「、第７条の３及び第７条の６」を削り、
同号を同項第２号とし、同条第２項第２号中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第 条の３の次に次の１条を加える。
第 条の４ 道職員給与条例第 条第５項及び警察職員給与条例第 条第５項に規定する人
事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員（休職にされて
いる職員のうち道職員給与条例第 条第１項及び警察職員給与条例第 条第１項に該当す
る職員以外の職員、外国派遣職員及び公益法人等派遣職員を除く。）とする。

管理職手当に関する規則の規定による管理職手当に係る区分が１種若しくは２種又は
３種の職で人事委員会の定めるものを占める職員のうち第 条の２各号に掲げる職員
一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 年北海道条例第 号。以下「任期

付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の適用を受ける職員（４号俸以下の号俸
を受ける職員を除く。）
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成 年北海道条例第 号。以下

「任期付研究員条例」という。）第５条第１項の給料表の適用を受ける職員（３号俸以
下の号俸を受ける職員を除く。）

２ 道職員給与条例第 条第５項及び警察職員給与条例第 条第５項に規定する 分の
を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ
て当該各号に定める割合とする。
前項第１号に掲げる職員のうち管理職手当に係る区分が１種の職を占める職員並びに
同項第２号及び第３号に掲げる職員のうち人事委員会の定める職員 分の
前項第１号に掲げる職員のうち管理職手当に係る区分が２種の職を占める職員並びに
同項第２号及び第３号に掲げる職員のうち前号の人事委員会の定める職員以外の職員
分の
前２号に掲げる職員以外の職員 分の

第 条の３を削る。
第 条の２第１項中「４級」を「３級」に改め、同条を第 条の３とし、第 条の次に次

の１条を加える。
（特定幹部職員としない職員）
第 条の２ 道職員給与条例第 条第２項、学校職員給与条例第 条第２項及び警察職員給
与条例第 条第２項に規定する人事委員会規則で定める職員は、管理職手当に関する規則
（北海道人事委員会規則７ ）の規定による管理職手当に係る区分が１種又は２種の

職を占める職員のうち次に掲げる職員（休職にされている職員のうち道職員給与条例第
条第１項、学校職員給与条例第 条第１項又は警察職員給与条例第 条第１項に該当する
職員以外の職員、外国派遣職員及び公益法人等派遣職員を除く。）以外の職員とする。

行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が７級以上の職員
公安職給料表の適用を受ける職員のうち、８級以上の職員
大学教育職給料表（道職員給与条例第４条第１項第３号に規定する教育職給料表をい
う。以下同じ。）の適用を受ける職員のうち、職務の級が４級の職員
研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が５級の職員
医療職給料表 の適用を受ける職員のうち、職務の級が３級以上の職員
医療職給料表 の適用を受ける職員のうち、職務の級が７級の職員
医療職給料表 の適用を受ける職員のうち、職務の級が６級以上の職員

第 条第２項中「に掲げる期間に相当する期間を除算する」を「の規定を準用する」に改
める。
第 条の３中「次条、第 条の５、第 条の７及び第 条の８において」を「以下」に改

める。
第 条の４中「第 条の８」の次に「及び第 条の８の２」を加え、「同条において「成
績率」」を「これらの条において「成績率」」に改める。
第 条の８を次のように改める。
（勤勉手当の成績率）
第 条の８ 法第 条の４第１項、第 条の５第１項又は第 条の６第１項若しくは第２項
の規定により採用された職員（次条において「再任用職員」という。）以外の職員の成績
率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当
該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、
任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の道職員給与条例第 条の
４第１項、学校職員給与条例第 条の４第１項及び警察職員給与条例第 条の４第１項に
規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率
によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別
段の取扱いをすることができる。

勤務成績が特に優秀な職員 分の 以上 分の 以下（道職員給与条例第 条
第２項、学校職員給与条例第 条第２項又は警察職員給与条例第 条第２項に規定する
特定幹部職員（以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあっては、
分の 以上 分の 以下）
勤務成績が優秀な職員 分の 以上 分の 未満（特定幹部職員にあっては、
分の 以上 分の 未満）
勤務成績が良好な職員 分の （特定幹部職員にあっては、 分の ）
勤務成績が良好でない職員 分の 未満（特定幹部職員にあっては、 分の 未
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満）
２ 前項の場合において、職員の成績率を同項第４号に該当するものとして定める場合には、
当分の間、人事委員会の定めるところによるものとする。
３ 第１項第１号及び第２号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる
割合は、人事委員会が定める。
第 条の８の次に次の１条を加える。
第 条の８の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者に
よる勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各
号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

勤務成績が優秀な職員 ６月に支給する場合においては 分の 超（特定幹部職員
にあっては、 分の 超）、 月に支給する場合においては 分の 超（特定幹部職
員にあっては、 分の 超）
勤務成績が良好な職員 ６月に支給する場合においては 分の （特定幹部職員に

あっては、 分の ）、 月に支給する場合においては 分の （特定幹部職員にあ
っては、 分の ）
勤務成績が良好でない職員 ６月に支給する場合においては 分の 未満（特定幹

部職員にあっては、 分の 未満）、 月に支給する場合においては 分の 未満
（特定幹部職員にあっては、 分の 未満）

２ 前条第２項の規定は、前項第３号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
第 条の９中「第 条の２第１項」を「第 条の４第１項」に、「第 条の２第１項」を

「第 条の４第１項」に、「掲げる日（これらの」を「定める日（その」に、「それぞれそ
の日」を「その日」に改める。
第 条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第 条中「事項は、」の次に「人事委員会が」を加える。
別表第２中「別表第２（第 条の２関係）」を「別表第２（第 条の３関係）」に改め、

同表の行政職給料表の項職員の欄中「 級及び 級」を「 級、９級及び８級」に、「９級
及び８級」を「７級及び６級」に、「７級及び６級」を「５級及び４級」に、「５級及び４
級」を「３級」に改め、同表公安職給料表の項職員の欄中「 級」を「９級」に、「９級及
び８級」を「８級及び７級」に、「７級及び６級」を「６級及び５級」に、「５級及び４級
並びに３級」を「４級及び３級」に改め、同表任期付職員条例第４条第１項の給料表の項中
「第４条第１項」を「第７条第１項」に改め、同表（末尾欄外）備考第２項中「第４条第１
項」を「第７条第１項」に改める。
別記第４号様式備考第１項中「職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける者又は」
及び「当該」を削る。

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
（勤務１時間当たりの給与額の算出に関する経過措置）
２ 北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道
条例第 号）附則第２項の規定により特殊勤務手当が支給されることとなる職員の勤務１
時間当たりの給与額の算出については、この規則による改正前の給与の支給に関する規則
第 条の２の規定の例による。
（勤勉手当に関する経過措置）
３ 任命権者は、平成 年６月から平成 年 月までの間に支給する勤勉手当に係る成績率
について、この規則による改正後の給与の支給に関する規則第 条の８及び第 条の８の
２の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることがで
きる。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次

のように改正する。
目次中「給料月額」を「号俸」に、「第７章 昇給期間の短縮（第 条 第 条）」を

「第７章 削除」に改める。
第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を削り、第６
号を第４号とし、第７号から第 号までを２号ずつ繰り上げる。
第４章の章名中「給料月額」を「号俸」に改める。
第 条の見出し中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第１項中「給料月額」を「号俸」
に、「第 条第１項第１号から第３号まで若しくは第２項第１号から第３号まで又は第 条
第１項第１号若しくは第２号」を「第 条第１項又は第 条第１項」に改め、同条第２項中
「給料月額」を「号俸」に、「第 条」を「第 条」に改める。
第 条の見出し中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第１項中「の数」を「の数に４を
乗じて得た数」に改める。
第 条の見出し中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第１項中「給料月額」を「号俸」
に、「前条の規定による号俸を含む。以下この項及び第 条第１項第１号」を「前条第１項
の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項」に、「 月（第
１号又は第４号に掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち５年までの年数及び第３号又
は第５号に掲げる者で必要経験年数が５年未満の年数とされている職務の級に決定されたも
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のの当該各号に定める経験年数のうち５年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年
数のそれぞれの月数については、 月）」を「 月（その者の経験年数のうち５年を超える
経験年数（第２号、第３号又は第５号に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年数とされて
いる職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にそ
の経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のあ
る職員の経験年数のうち部内の他の職員との 衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を
除く。）の月数にあっては 月）」に改め、「これを切り捨てた数）」の次に「に４（新た
な職員となった者が第 条第１項に規定する特定職員であるときは、３）を乗じて得た数」
を、「号数とする号俸」の次に「（人事委員会の定める者にあっては、当該号俸の数に３を
超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号俸）」を加え、同項
ただし書を削り、同項第３号中「及び第 条第１項第１号」を削る。
第 条の見出し中「給料月額」を「号俸」に改め、同条中「下位の同欄」を「初任給欄の
号俸が下位である試験欄」に改める。
第 条（見出しを含む。）及び第 条（見出しを含む。）中「給料月額」を「号俸」に改

める。
第 条の見出し中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第１項を次のように改める。
職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、
かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第７に定める昇格時号俸対応表
の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
第 条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を同条第２項とし、

同条第４項を削り、同条第５項中「前各項」を「前２項」に、「給料月額」を「号俸」に改
め、同項を同条第３項とし、同条第６項及び第７項を削り、同条に次の１項を加える。
４ 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前３項の規
定にかかわらず、人事委員会の定める号俸とする。
第 条の見出し中「給料月額」を「号俸」に改め、同条第１項を次のように改める。
職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と
同じ額の号俸（同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸）とする。
第 条第３項中「による職員の給料月額が部内の他の職員との 衡を著しく失すると認め

られるときは」を「により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場
合には」に、「給料月額」を「号俸」に改め、同条第４項中「給料月額」を「号俸」に改め、
「各号」を削る。
第 条の見出し及び同条第１項（第２号を除く。）中「給料月額」を「号俸」に改め、同
項第１号中「昭和 年４月１日（以下「基準日」という。）以後に新たに職員となった者
（次号に掲げる者を除く。）」を「次号に掲げる者以外の者」に、「時」を「とき」に改め、
同項第２号中「基準日の前日から引き続き在職する職員及び基準日以後に新たに職員となり

その給料月額」を「その初任給」に、「こととなる給料月額」を「こととなる号俸」に改め、
同条第２項及び第３項中「給料月額」を「号俸」に改める。
第 条（見出しを含む。）中「給料月額」を「号俸」に改める。
第７章及び第８章を次のように改める。
第７章 削除

第 条から第 条まで 削除
第８章 昇給

（昇給日）
第 条 道職員給与条例第５条第４項、学校職員給与条例第６条第４項及び警察職員給与条
例第６条第４項に規定する人事委員会規則で定める日は、第 条又は第 条に定めるもの
を除き、毎年１月１日（以下「昇給日」という。）とする。
（勤務成績の証明）
第 条 道職員給与条例第５条第４項、学校職員給与条例第６条第４項及び警察職員給与条
例第６条第４項の規定による昇給（第 条又は第 条に定めるところにより行うものを除
く。第 条及び第 条において同じ。）は、当該職員の勤務成績について、その者の職務
について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、
当該証明が得られない職員は、昇給しない。
（行政職給料表の７級以上の職員に相当する職員）
第 条 道職員給与条例第５条第５項、学校職員給与条例第６条第５項又は警察職員給与条
例第６条第５項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの
大学教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるもの
研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級であるもの
医療職給料表 の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるもの
医療職給料表 の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの
医療職給料表 の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの

（特定職員の昇給区分及び昇給の号俸数）
第 条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるもの又は前条各
号に掲げる職員（以下この条及び次条において「特定職員」という。）を道職員給与条例
第５条第４項、学校職員給与条例第６条第４項又は警察職員給与条例第６条第４項の規定
による昇給をさせる場合の号俸数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の
区分（以下この条において、「昇給区分」という。）に応じて別表第８に定める特定職員
昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分を に決定された特定
職員は昇給しない。
２ 特定職員の昇給区分は、第 条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次
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の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定
するものとする。この場合において、第４号又は第５号に掲げる特定職員に該当するか否
かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

勤務成績が極めて良好である特定職員
勤務成績が特に良好である特定職員
勤務成績が良好である特定職員
勤務成績がやや良好でない特定職員
勤務成績が良好でない特定職員

３ 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める
昇給区分に決定するものとする。
人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前１年間（当該期間の中途におい
て新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日ま
での期間。次号において「基準期間」という。）の４分の１に相当する期間の日数以上
の日数を勤務していない特定職員（前項第５号に該当する特定職員及び次号に掲げる特
定職員を除く。）
人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の２分の１に相当する期間の日
数以上の日数を勤務していない特定職員

４ 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分が 又は となる特定
職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定すること
が著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委
員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分（ 及び の昇給区分を除く。）に決
定することができる。
５ 各任命権者において、前３項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占める

又は の昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、人事委員会の定める割合に概ね合
致していなければならない。ただし、任命権者は、その所属する特定職員が著しく少数で
あること等の事情により、これによることが著しく困難であると認める場合には、あらか
じめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。
６ 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第 条第３項、第 条第２
項（第 条において準用する場合を含む。）若しくは第 条の規定により号俸を決定され
た特定職員の昇給の号俸数は、第１項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相
当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日ま
での期間の月数（１月未満の端数があるときは、これを１月とする。）を 月で除した数
を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に相当する号俸数
（人事委員会の定める特定職員にあっては、人事委員会の定める号俸数）とする。この場
合において、この項の規定による号俸数が零となる特定職員は、昇給しない。

７ 第１項又は前項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高
の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸（当該昇給日において職務
の級を異にする異動又は第 条に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の
号俸）の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる特定職員の昇給の号俸
数は、第１項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
８ １の昇給日において第２項の規定により昇給区分を 又は に決定する特定職員の昇給
の号俸数の合計は、各任命権者の特定職員の定員、第５項の人事委員会の定める割合等を
考慮して各任命権者ごとに人事委員会の定める号俸数を超えてはならない。
（特定職員以外の職員の昇給の号俸数）
第 条 特定職員以外の職員を道職員給与条例第５条第４項、学校職員給与条例第６条第４
項又は警察職員給与条例第６条第４項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基
準については、当分の間、別に定める。
（昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例）
第 条 道職員給与条例第５条第６項及び学校職員給与条例第６条第６項に規定する人事委
員会規則で定める職員は、大学教育職給料表又は医療職給料表 の適用を受ける職員（学
校職員給与条例附則第５項の規定により同表の適用を受ける者を含む。）とし、これらの
項に規定する人事委員会規則で定める年齢は、 歳（北海道職員等の定年等に関する条例
（昭和 年北海道条例第 号）第３条ただし書の規定により定年を年齢 年と定められて
いる職員にあっては、 歳）とする。
（研修、表彰等による昇給）
第 条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会
の定めるところにより、当該各号に定める日に、道職員給与条例第５条第４項、学校職員
給与条例第６条第４項又は警察職員給与条例第６条第４項の規定による昇給をさせること
ができる。
研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月
の翌月の初日までの日
業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、
又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、
公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕
彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職
する場合 退職の日
（特別の場合の昇給）
第 条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を 行し、そのために危篤となり、
又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらか
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じめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、道職員給与条例第５条第４項、
学校職員給与条例第６条第４項又は警察職員給与条例第６条第４項の規定による昇給をさ
せることができる。
（最高号俸を受ける職員についての適用除外）
第 条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第９章の章名中「給料月額」を「号俸」に改める。
第 条の見出し中「給料月額」を「号俸」に改め、同条中「第 条第５項」を「第 条第

３項」に、「給料月額」を「号俸」に改める。
第 条の見出し中「給料月額の調整等」を「号俸の調整」に改め、同条第１項中「専従許
可」を「地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項ただし書に規定する許可
（以下「専従許可」という。）」に改め、「大学院修学休業」の次に「（教育公務員特例法
（昭和 年法律第１号）第 条第１項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。）」を
加え、「（以下「調整期間」という。）」を削り、「又は復職等の日から１年以内の第 条
に定める昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲
内でその者の復職等の日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮」を「及び復職等の
日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給
の場合に準じてその者の号俸を調整」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「給料月額
の調整等」を「号俸の調整」に、「前２項」を「前項」に、「これら」を「同項」に、「給
料月額を調整し、又は昇給期間を短縮」を「号俸を調整」に改め、同項を同条第２項とする。
第 条の２（見出しを含む。）中「給料月額」を「号俸」に改める。
第 条中「（昇給期間の短縮を含む。）」を削る。
第 条の２中「給料月額」を「号俸」に改める。
附則第４項中「第 条第３項」を「第 条第２項」に、「給料月額」を「号俸」に改め、

「、昇給期間の短縮」を削る。
附則第７項及び第８項を削る。
別表第１のアの行政職給料表級別標準職務表を次のように改める。
ア 行政職給料表級別標準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務

１ 級 定型的な業務を行う職務

２ 級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

３ 級 １ 本庁の主査の職務
２ 支庁の係長の職務
３ 教育庁の主査の職務
４ 警察本部の係長の職務
５ 議会事務局の主査の職務

６ 監査委員事務局の主査の職務
７ 人事委員会事務局の主査の職務
８ 労働委員会事務局の主査の職務
９ 出先機関の課長又は困難な業務を処理する係長の職務
出先機関の出張所等の長の職務
相当困難な業務を処理する指導主任の職務
困難な業務を処理する主任又は専門員の職務

４ 級 １ 本庁の困難な業務を処理する主査の職務
２ 支庁の困難な業務を処理する係長の職務
３ 教育庁の困難な業務を処理する主査の職務
４ 警察本部の統括官又は困難な業務を処理する係長の職務
５ 議会事務局の困難な業務を処理する主査の職務
６ 監査委員事務局の困難な業務を処理する主査の職務
７ 人事委員会事務局の困難な業務を処理する主査の職務
８ 労働委員会事務局の困難な業務を処理する主査の職務
９ 出先機関の困難な業務を処理する課長又は特に困難な業務を処理する
係長の職務
出先機関の出張所等の困難な業務を処理する長の職務
特に困難な業務を処理する指導主任の職務
極めて困難な業務を処理する主任又は専門員の職務

５ 級 １ 本庁の主幹又は特に困難な業務を処理する主査の職務
２ 支庁の課長又は特に困難な業務を処理する係長の職務
３ 教育庁の主幹又は特に困難な業務を処理する主査の職務
４ 警察本部の困難な業務を処理する統括官又は特に困難な業務を処理す
る係長の職務
５ 議会事務局の主幹又は特に困難な業務を処理する主査の職務
６ 監査委員事務局の主幹又は特に困難な業務を処理する主査の職務
７ 人事委員会事務局の主幹又は特に困難な業務を処理する主査の職務
８ 労働委員会事務局の主幹又は特に困難な業務を処理する主査の職務
９ 出先機関の長、特に困難な業務を処理する課長又は極めて困難な業務
を処理する係長の職務
出先機関の出張所等の特に困難な業務を処理する長の職務
極めて困難な業務を処理する指導主任の職務

６ 級 １ 本庁の課室長又は困難な業務を処理する主幹の職務
２ 支庁の困難な業務を処理する課長の職務
３ 教育庁の課室長又は困難な業務を処理する主幹の職務
４ 警察本部の課室長又は特に困難な業務を処理する統括官の職務
５ 議会事務局の困難な業務を処理する主幹の職務
６ 監査委員事務局の困難な業務を処理する主幹の職務
７ 人事委員会事務局の困難な業務を処理する主幹の職務
８ 労働委員会事務局の困難な業務を処理する主幹の職務
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９ 出先機関の相当困難な業務を処理する長又は極めて困難な業務を処理
する課長の職務
出先機関の出張所等の極めて困難な業務を処理する長の職務

７ 級 １ 本庁の課長又は困難な業務を処理する課室長の職務
２ 支庁の部長の職務
３ 教育庁の課長又は困難な業務を処理する課室長の職務
４ 警察本部の課長又は困難な業務を処理する課室長の職務
５ 警察方面本部の課長の職務
６ 議会事務局の課長の職務
７ 監査委員事務局の課長の職務
８ 人事委員会事務局の課長の職務
９ 労働委員会事務局の課長の職務

出先機関の困難な業務を処理する長又は極めて困難な業務を処理する
課長の職務

８ 級 １ 本庁の部次長又は困難な業務を処理する課長の職務
２ 支庁の副支庁長又は困難な業務を処理する部長の職務
３ 教育庁の困難な業務を処理する課長の職務
４ 警察本部の参事官又は困難な業務を処理する課長の職務
５ 警察方面本部の困難な業務を処理する課長の職務
６ 議会事務局の困難な業務を処理する課長の職務
７ 監査委員事務局の困難な業務を処理する課長の職務
８ 人事委員会事務局の困難な業務を処理する課長の職務
９ 労働委員会事務局の困難な業務を処理する課長の職務

出先機関の特に困難な業務を処理する長の職務

９ 級 １ 本庁の困難な業務を処理する部次長の職務
２ 支庁の長又は困難な業務を処理する副支庁長の職務
３ 教育庁の部長の職務
４ 警察本部の困難な業務を処理する参事官の職務
５ 監査委員事務局の長の職務
６ 人事委員会事務局の長の職務
７ 労働委員会事務局の長の職務
８ 出先機関の極めて困難な業務を処理する長の職務

級 １ 本庁の部長の職務
２ 副出納長の職務

イ 公安職給料表級別標準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務

１ 級 巡査の職務

２ 級 １ 巡査長の職務
２ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う巡査の職務

３ 級 １ 主任の職務
２ 困難な業務を処理する巡査長の職務
３ 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う巡査の職務

４ 級 １ 係長の職務
２ 困難な業務を処理する主任の職務
３ 特に困難な業務を処理する巡査長の職務

５ 級 １ 警察本部又は警察方面本部の統括官の職務
２ 警察署の課長の職務
３ 困難な業務を処理する係長の職務

６ 級 １ 警察本部の指導官、調査官又は困難な業務を処理する統括官の職務
２ 警察方面本部の次席、指導官、調査官又は困難な業務を処理する統括
官の職務
３ 警察署の次長又は困難な業務を処理する課長の職務

７ 級 １ 警察本部の次席又は困難な業務を処理する指導官若しくは調査官の職
務
２ 警察方面本部の困難な業務を処理する次席、指導官又は調査官の職務
３ 警察署の副署長又は困難な業務を処理する次長の職務

８ 級 １ 警察本部又は警察方面本部の課長の職務
２ 警察署の長又は困難な業務を処理する副署長の職務

９ 級 １ 警察本部又は警察方面本部の参事官又は困難な業務を処理する課長の
職務
２ 警察署の困難な業務を処理する長の職務

別表第２のアの行政職給料表級別資格基準表の表を次のように改める。
ア 行政職給料表級別資格基準表

試 験 学歴免許等
職 務 の 級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 級

正
規
の
試

上 級 大 学 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

中 級 短 大 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

別表第１のイの公安職給料表級別標準職務表を次のように改める。
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験 初 級 高 校 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

そ の 他 中 学 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

別表第２のイの公安職給料表級別資格基準表を次のように改める。
イ 公安職給料表級別資格基準表

試 験 学歴免許等
職 務 の 級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

正
規
の
試
験

上 級 大 学 卒 別に定
める

別に定
める

中 級 短 大 卒 別に定
める

別に定
める

初 級 高 校 卒 別に定
める

別に定
める

そ の 他 中 学 卒 別に定
める

別に定
める

別表第２のウの海事職給料表級別資格基準表を次のように改める。
ウ 海事職給料表級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級

船 長
副 船 長
実習管理監
機 関 長

大 学 卒 別に定める

短 大 卒 別に定める

一等航海士
一等機関士
通 信 長
船 務 班 長

大 学 卒 別に定める

短 大 卒 別に定める

高 校 卒 別に定める

航 海 士
機 関 士

大 学 卒

短 大 卒

通 信 士
事 務 長

高 校 卒

船 員
高 校 卒

中 学 卒

別表第２のエの大学教育職給料表級別資格基準表を次のように改める。
エ 大学教育職給料表級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

教 授
大 学 卒 別に定める

短 大 卒 別に定める

助 教 授
大 学 卒

短 大 卒

講 師
大 学 卒

短 大 卒

助 手
大 学 卒 別に定める

短 大 卒 別に定める

別表第２のオの高等学校教育職給料表級別資格基準表の表を次のように改める。
オ 高等学校教育職給料表級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

校 長
大 学 卒 別に定める 別に定める



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）

短 大 卒 別に定める 別に定める

教 頭
大 学 卒 別に定める

短 大 卒 別に定める

教 諭
養 護 教 諭
栄 養 教 諭
講師（任用の期限を付
さないものに限る。）

大 学 卒

短 大 卒

助 教 諭
養 護 助 教 諭
講師（任用の期限を付
さないものを除く。）
実 習 助 手
寄 宿 舎 指 導 員

大 学 卒 別に定める

短 大 卒 別に定める

高 校 卒 別に定める

別表第２のカの中学校及び小学校教育職給料表級別資格基準表の表を次のように改める。
カ 中学校及び小学校教育職給料表級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

校 長
大 学 卒 別に定める 別に定める

短 大 卒 別に定める 別に定める

教 頭
大 学 卒 別に定める

短 大 卒 別に定める

教 諭
養 護 教 諭
栄 養 教 諭
講師（任用の期限を付
さないものに限る。）

大 学 卒

短 大 卒

大 学 卒 別に定める

講師（任用の期限を付
さないものを除く。）
助 教 諭
養 護 助 教 諭

短 大 卒 別に定める

高 校 卒 別に定める

別表第２のキの研究職給料表級別資格基準表の表を次のように改める。
キ 研究職給料表級別資格基準表

試 験 学歴免許等
職 務 の 級

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級

正
規
の
試
験

上 級 大 学 卒 別に定める 別に定める 別に定める

中 級 短 大 卒 別に定める 別に定める 別に定める

初 級 高 校 卒 別に定める 別に定める 別に定める

そ の 他 中 学 卒 別に定める 別に定める 別に定める

別表第２のクの医療職給料表 級別資格基準表の表を次のように改める。
ク 医療職給料表 級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

医 師
歯 科 医 師 大 学 ６ 卒 別に定める 別に定める

別表第２のケの医療職給料表 級別資格基準表の表を次のように改める。
ケ 医療職給料表 級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

薬 剤 師
大 学 卒 別に定め

る
別に定め
る

別に定め
る

短 大 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

獣 医 師 大 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る
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栄 養 士
大 学 卒 別に定め

る
別に定め
る

別に定め
る

短 大 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

診療放射線
技 師

大 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

短 大 ３ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

診療エツクス
線 技 師 短 大 卒 別に定め

る
別に定め
る

別に定め
る

臨 床 検 査
技 師

大 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

短 大 ３ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

衛 生 検 査
技 師

大 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

短 大 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

臨 床 工 学
技 士

大 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

短 大 ３ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

理学療法士
作業療法士

大 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

短 大 ３ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

視能訓練士
大 学 卒 別に定め

る
別に定め
る

別に定め
る

短 大 ３ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

言語聴覚士
大 学 卒 別に定め

る
別に定め
る

別に定め
る

短 大 ３ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

歯科衛生士
短 大 卒 別に定め

る
別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

高 校 専
攻 科 卒

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

歯科技工士
短 大 卒 別に定め

る
別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

高 校 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

あん摩マツサ
ージ指圧師
は り 師
き ゆ う 師
柔道整復師

短 大 ３ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

短 大 ２ 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

高 校 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

そ の 他

短 大 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

高 校 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

中 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別表第２のコの医療職給料表 級別資格基準表の表を次のように改める。
コ 医療職給料表 級別資格基準表

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

保 健 師
助 産 師
看 護 師

大 学 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

短 大 卒 別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

准 看 護 師 准 看 護 師
養 成 所 卒

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別に定め
る

別表第６のアの行政職給料表初任給基準表の表中
「 「
２級２号俸 １級 号俸
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１級９号俸

」

を

１級 号俸

」

に改める。

１級７号俸 １級５号俸

１級６号俸 １級１号俸

１級９号俸 １級 号俸

１級７号俸 １級５号俸

２級２号俸 １級 号俸

１級８号俸 １級９号俸

１級７号俸 １級５号俸

１級６号俸 １級１号俸

１級９号俸 １級 号俸

１級 号俸 １級 号俸

１級９号俸 １級 号俸

１級７号俸 １級５号俸

別表第６のイの公安職給料表初任給基準表の表中
「

」

を

「

」

に改め、同表備考中「修了者」の次に「その

３級２号俸 ３級１号俸

２級２号俸 ２級３号俸

１級２号俸 １級１号俸

他部内の他の職員との 衡上特に必要があると認められる者」を加える。
別表第６のウの海事職給料表初任給基準表を次のように改める。
ウ 海事職給料表初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給

船 員

大 学 卒 ２級１号俸

短 大 卒 １級 号俸

高 校 卒 １級１号俸

別表第６のエの大学教育職給料表初任給基準表の表中
「

を

「

に改める。

１級 号俸 １級 号俸

１級９号俸 １級 号俸

１級５号俸

」

１級 号俸

」
１級２号俸 １級１号俸

別表第６のオの高等学校教育職給料表初任給基準表の表中
「

」

を

「

」

に改める。

２級９号俸 ２級 号俸

２級５号俸 ２級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級４号俸 １級 号俸

１級７号俸 １級 号俸

１級４号俸 １級 号俸

１級２号俸 １級１号俸

別表第６のカの中学校及び小学校教育職給料表初任給基準表の表中
「

」

を

「

」

に改める。

２級 号俸 ２級 号俸

２級８号俸 ２級 号俸

２級５号俸 ２級 号俸

２級２号俸 ２級３号俸

１級７号俸 １級 号俸

１級４号俸 １級 号俸

１級２号俸 １級１号俸

別表第６のキの研究職給料表初任給基準表の表中
「

」

を

「

」

に改める。

２級２号俸 ２級１号俸

１級５号俸 １級 号俸

１級３号俸 １級５号俸

２級 号俸 ２級 号俸

２級 号俸 ２級 号俸

２級５号俸 ２級 号俸

１級２号俸 １級１号俸

別表第６のクの医療職給料表 初任給基準表の表中
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「

」

を

「

」

に改め、同表の備考中「第１項」を削る。
１級８号俸 １級 号俸

１級２号俸 １級１号俸

別表第６のケの医療職給料表 初任給基準表の表中
「

を

「

に改める。

２級２号俸 ２級１号俸

２級５号俸 ２級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級４号俸 １級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級６号俸 １級 号俸

１級４号俸 １級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級６号俸 １級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級４号俸 １級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級６号俸 １級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級６号俸 １級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級６号俸 １級 号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級６号俸 １級 号俸

１級４号俸 １級 号俸

１級３号俸 １級７号俸

１級４号俸 １級 号俸

１級２号俸 １級１号俸

１級６号俸 １級 号俸

」 」

１級４号俸 １級 号俸

１級２号俸 １級１号俸

１級２号俸 １級１号俸

別表第６のコの医療職給料表 初任給基準表の表中
「

」

を

「

」

に改め、同表の備考第３項中「２級５号俸」

２級４号俸 ２級 号俸

２級３号俸 ２級５号俸

２級３号俸 ２級５号俸

２級２号俸 ２級１号俸

１級２号俸 １級１号俸

を「２級 号俸」に、「２級４号俸」を「２級９号俸」に改め、同項の次に次の１項を加え
る。
４ 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成
所（同法による看護師学校の卒業を入学資格とする修業年限１年以上のものに限る。）
を卒業して看護師となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は人事委
員会が別に定める。
別表第７及び別表第８を次のように改める。
別表第７ 昇格時号俸対応表（第 条関係）
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 級



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）

イ 公安職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級
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ウ 海事職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級 ５級
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エ 大学教育職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級
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オ 高等学校教育職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級
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カ 中学校及び小学校教育職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級
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キ 研究職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級 ５級
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ク 医療職給料表 昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級
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ケ 医療職給料表 昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
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コ 医療職給料表 昇格時号俸対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇 格 後 の 号 俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
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備考
この表に定める上段の号俸数は道職員給与条例第５条第６項、学校職員給与条例第６
条第６項及び警察職員給与条例第６条第６項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、
下段の号俸数はこれらの項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第９の備考第１項を削り、同表の備考第２項を同表の備考とする。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
（改正条例附則第２項適用職員の在級年数等に関する経過措置）
２ 北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）
附則第２項、北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道
条例第 号）附則第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関す
る条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第２項において準用する

場合を含む。以下次項において同じ。）又は北海道地方警察職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第２項の規定によりその者の平成
年４月１日（以下「切替日」という。）における職務の級を定められた職員（当該職務の
級を行政職給料表の 級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第２項適
用職員」という。）のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任
給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「新規則」という。）別表第２の級別資格基
準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職
務の級に在級する期間に通算する。

切替日の前日においてその者が属していた職務の級（以下この項において「旧級」と
いう。）が行政職給料表の２級若しくは５級又は公安職給料表の５級であった職員 旧
級及び旧級の１級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

３ 改正条例附則第２項適用職員に係る切替日以後の職務の級の１級上位の職務の級への昇
格（切替日から平成 年３月 日までの間における新規則第 条の規定によるものに限
る。）については、同条第３項中「現に属する職務の級に１年以上」とあるのは、「平成
年３月 日においてその者が属していた職務の級（以下この項において「旧級」とい

う。）が、行政職給料表の２級若しくは５級又は公安職給料表の５級（以下この項におい
て「特定の職務の級」という。）であった職員にあっては、旧級及び旧級の１級下位の職
務の級並びに北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第２項、北海道
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第２項及び北海道地方警察職員の
給与に関する条例の一部を改正する条例附則第２項の規定により定められた職務の級（以
下この項において「新級」という。）に通算１年以上、旧級がこれらの条例附則別表第１
の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、
旧級及び新級に通算１年以上」とする。
（切替日における昇格又は降格の特例）
４ 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合に
その者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規
則第 条又は第 条の規定を適用する。
（平成 年１月１日における特定職員の昇給の号俸数等の特例）
５ 平成 年１月１日において、特定職員（新規則第 条第１項に規定する特定職員をいう。
以下同じ。）を北海道職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以下「道職
員給与条例」という。）第５条第４項、北海道学校職員の給与に関する条例（昭和 年北
海道条例第 号。以下「学校職員給与条例」という。）第６条第４項（市町村立学校職員
給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）第２条
第２項において準用する場合を含む。以下学校職員給与条例の規定について規定する場合

別表第８ 特定職員昇給号俸数表（第 条関係）

昇給区分

昇給の号俸数
８号俸以上 ６号俸 ３号俸 ２号俸

４号俸以上 ３号俸 ２号俸 １号俸
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において同じ。）又は北海道地方警察職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第
号。以下「警察職員給与条例」という。）第６条第４項の規定による昇給（新規則第 条
又は第 条に定めるところにより行うものを除く。）をさせる場合の号俸数については、
新規則第 条の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準
となる号俸数（同項において「基準号俸数」という。）に相当する数に、切替日（切替日
後に新たに職員となった特定職員又は切替日後に新規則第 条第３項、第 条第２項（第
条において準用する場合を含む。）若しくは第 条の規定により号俸を決定された特定

職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日）から平成 年 月 日
までの期間の月数（１月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数とする。）を
月で除した数を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に相当
する号俸数（人事委員会の定める特定職員にあっては、人事委員会の定める号俸数）とす
る。この場合において、次に掲げる特定職員は、昇給しない。
この項の規定による号俸数が零となる特定職員
道職員給与条例第５条第６項、学校職員給与条例第６条第６項又は警察職員給与条例
第６条第６項の規定の適用を受ける特定職員で次項第２号に掲げる特定職員に該当する
もの
次項第２号に掲げる特定職員（道職員給与条例第５条第６項、学校職員給与条例第６
条第６項又は警察職員給与条例第６条第６項の規定の適用を受けるものを除く。）で任
命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

６ 前項の規定による昇給の基準号俸数は、新規則第 条に規定する勤務成績の証明に基づ
き、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に
定める号俸数とする。

勤務成績が良好である特定職員 ４号俸（道職員給与条例第５条第６項、学校職員給
与条例第６条第６項又は警察職員給与条例第６条第６項の規定の適用を受ける特定職員
にあっては、２号俸）
勤務成績が良好であると認められない特定職員 ３号俸以下

７ 附則第５項の規定により昇給する特定職員のうち人事委員会の定める事由以外の事由に
よって切替日から平成 年 月 日までの期間（当該期間の中途において新たに職員とな
った特定職員にあっては、新たに職員となった日から同月 日までの期間）の４分の１に
相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員その他人事委員会の定める特定
職員については、前項第２号に掲げる特定職員に該当するものとみなして、前２項の規定
を適用する。
８ 附則第５項の規定による昇給の号俸数が、平成 年１月１日にその者が属する職務の級
の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸（同月１日において職務の
級を異にする異動又は新規則第 条に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動

後の号俸）の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる特定職員の昇給の
号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
（平成 年 月 日までの間における新たに職員となった特定職員の号俸の特例）

９ 平成 年 月 日までの間における新規則第 条第１項の規定の適用については、同項
中「４（新たに職員となった者が第 条第１項に規定する特定職員であるときは、３）」
を「４」とする。
（平成 年１月１日における特定職員以外の職員の昇給の号俸数等）
平成 年１月１日において、特定職員以外の職員を道職員給与条例第５条第４項、学校

職員給与条例第６条第４項又は警察職員給与条例第６条第４項の規定による昇給（新規則
第 条又は第 条に定めるところにより行うものを除く。）をさせる場合の号俸数の基準
は、附則第５項から第８項までに規定する特定職員に係る昇給の号俸数の例による。
（昇給に関する経過措置）
この規則の施行の日から平成 年３月 日までの間において、勤務成績が良好である職

員が 年以上勤続して退職する場合には、当該退職の日に道職員給与条例第５条第４項、
学校職員給与条例第６条第４項又は警察職員給与条例第６条第４項の規定による昇給をさ
せることができる。この場合において、新規則第 条の規定は適用しない。
前項の規定により昇給させる場合の号俸数は、４号俸（当該昇給させる日にその者が属
する職務の級の最高の号俸の号数からその者が現に受ける号俸の号数を減じて得た数に相
当する号俸数が、４号俸を下回ることとなる者にあっては、当該相当する号俸数）とする。
附則第 項の規定による昇給については、前項に定めるもののほか、初任給、昇格、昇

給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（北海道人事委員会規則７ ）による
改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第 条第３号の規定による昇給の取扱
いの例による。
（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（北海道人事委員会規
則７ ）の一部を次のように改正する。
附則第３項の前の見出し及び同項から附則第６項までを削り、附則第７項を附則第３項
とする。
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（北海道人事委員会規
則７ ）の一部を次のように改正する。
附則第２項の前の見出し及び同項から附則第 項までを削り、附則第１項の見出しを削

り、同項中「（以下「改正後の規則」という。）」を削り、同項の項番号を削る。
附則別表第１から附則別表第３までを削る。
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（北海道人事委員会規
則７ ）の一部を次のように改正する。
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附則第２項の前の見出し及び同項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則
給料の調整額に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正す

る。
第３条中「調整基本額」を「調整基本額（その額が給料月額の 分の を超えるときは、

給料月額の 分の に相当する額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数
を切り捨てた額とする。）」に、「第３条第２項」を「第３条第２項（市町村立学校職員給
与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和 年北海道条例第

号）第２条において準用する場合を含む。以下、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例第３条第１項の規定について規定する場合において同じ。）」に改める。
別表第１中肢体不自由者訓練センターの項を削り、同表身体障害者リハビリテーションセ

ンターの項中

「

」

を
看護師長、看護師及び准看護

師
指導課長及び訓練課長

１

「

」

に改め、同表中もなみ学園の項を削る。

看護師長、看護師及び准看護
師
入所者の相談業務に直接従事
することを本務とする相談員
支援課長

１

別表第２を次のように改める。

別表第２ 調整基本額表（第３条関係）

職務の級

給料表
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級 級

行 政 職 給 料 表 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

公 安 職 給 料 表 円 円 円 円 円 円 円 円 円

海 事 職 給 料 表 円 円 円 円 円

大学教育職給料表 円 円 円 円

高等学校教育職
給 料 表 円 円 円 円

中学校及び小学校
教 育 職 給 料 表 円 円 円 円

研 究 職 給 料 表 円 円 円 円 円

医療職給料表 円 円 円 円

医療職給料表 円 円 円 円 円 円 円

医療職給料表 円 円 円 円 円 円 円
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平成 年４月１日から平成 年３月 日まで 分の
３ 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に
定める額をいう。
この規則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）の前日から引き続き
給料の調整額適用職員（第３号に該当する職員を除く。）である職員 同日にその者に
適用されていた調整基本額
施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員（次号に該当する職員及び施
行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。） 施行日の前日に
新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に北海道職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）、北海道学校職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）、市町村立学校職員給与負担法
に規定する学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第
号）及び北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北

海道条例第 号）の規定による改正前の道職員給与条例、学校職員給与条例、市町村立
学校職員給与条例及び警察職員給与条例並びにこれらに基づく人事委員会規則等の規定
により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこ
の規則による改正前の給料の調整額に関する規則（次号において「改正前の規則」とい
う。）第３条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員（施行日以後に新たに給料
表の適用を受けることとなった職員を除く。） 施行日の前日に当該場合に該当するこ
ととなったとした場合（次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の
調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員と
なり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合）に同日にその者に適
用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第３条の規定
を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以
後に給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）第４
条第５号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第４条各号に掲げる場合に該当すること

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 北海道職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以下「道職員給与条例」
という。）第８条、北海道学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以
下「学校職員給与条例」という。）第９条（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校
職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以下「市町村立学校職員給与条
例」という。）第２条第２項において準用する場合を含む。以下学校職員給与条例の規定
について規定する場合において同じ。）及び北海道地方警察職員の給与に関する条例（昭
和 年北海道条例第 号。以下「警察職員給与条例」という。）第９条の規定により給料
の調整を行う職を占める職員（次項において「給料の調整額適用職員」という。）のうち、
その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則によ
る改正後の給料の調整額に関する規則第３条の規定による給料の調整額のほか、その差額
に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額
に当該職員に係る調整数を乗じて得た額（道職員給与条例第５条第 項又は警察職員給与
条例第６条第 項に規定する再任用短時間勤務職員にあってはその額に北海道職員の勤務
時間、休暇等に関する条例（平成 年北海道条例第３号）第２条第２項の規定により定め
られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額、
学校職員給与条例第６条第 項に規定する再任用短時間勤務職員にあってはその額に北海
道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 年北海道条例第 号。以下「学校職
員勤務時間等条例」という。）第３条第２項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学
校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）第２条において準
用する場合を含む。以下、学校職員勤務時間等条例第３条第１項において同じ。）の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗
じて得た額）（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を給料
の調整額として支給する。

平成 年４月１日から平成 年３月 日まで 分の
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで 分の
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで 分の

備考 １ 「大学教育職給料表」とは、北海道職員の給与に関する条例第４条第１項第３号に規定する教育職給料表をいう。
２ 「高等学校教育職給料表」とは、北海道学校職員の給与に関する条例第５条第１項第２号に規定する教育職給料表をいい、
同表備考 に定める職員に対するこの表の適用については、「 円」とあるのは「 円」とする。

３ 「中学校及び小学校教育職給料表」とは、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例第２条第
１項に規定する教育職給料表をいい、同表備考 に定める職員に対するこの表の適用については、「 円」とあるのは
「 円」とする。
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となった職員
施行日以後に、新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、初任給、昇格、
昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）第 条の規定の適用を受
けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であった
ものとみなして前２号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調
整基本額

４ 前２項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が
定める。

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則
初任給調整手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正

する。
第２条第１項第２号中「置かれるもの」の次に「又は道職員給与条例第 条の２第１項の
規定による地域手当の級地が４級地とされる地域に所在する部局若しくは当該級地が４級地
とされる部局に置かれる職」をに加え、同項第３号を削り、同条第２項中「同条例」を「道
職員給与条例」に改める。
第６条第２項中「、学校職員給与条例」を「又は学校職員給与条例」に改め、「又は警察
職員給与条例第 条第１項」を削る。
第 条中「在籍していた者」の次に「並びにこれらの者に準ずる者として人事委員会が定
めるもの」を加える。
別表を次のように改める。
別表（第６条関係）

職員の区分

期間の区分

第２条第１項
第１号の職を
占める職員

第２条第１項
第２号の職を
占める職員

第２条第２項
の職を占める
職員

１ 年 未 満 円 円 円

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上４年未満

４年以上５年未満

５年以上６年未満

６年以上７年未満

７年以上８年未満

８年以上９年未満

９年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満
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附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

調整手当に関する規則の全部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

調整手当に関する規則の全部を改正する規則
調整手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の全部を次のように改正する。
地域手当に関する規則

（ 旨）
第１条 この規則は、北海道職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号。以下
「道職員給与条例」という。）、北海道学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条
例第 号。以下「学校職員給与条例」という。）（市町村立学校職員給与負担法に規定す
る学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）第２条第２項において準用
する場合を含む。）及び北海道地方警察職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第
号。以下「警察職員給与条例」という。）に基づき、これらの条例の適用を受ける職員
に対する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
（支給地域及び支給部局等）
第２条 道職員給与条例第 条の２第１項前段、学校職員給与条例第 条の２第１項前段及
び警察職員給与条例第 条の２第１項前段に規定する人事委員会規則で定める地域は、別
表に掲げる地域とする。
２ 道職員給与条例第 条の２第１項後段、学校職員給与条例第 条の２第１項後段及び警
察職員給与条例第 条の２第１項後段に規定する人事委員会規則で定める部局又は学校等
（以下「部局等」という。）は、前項に規定する地域に所在する部局等と同様に取り扱う
ことが適当であると人事委員会が認め、別に定める部局等とする。
（級地区分）
第３条 道職員給与条例第 条の２第２項、学校職員給与条例第 条の２第２項及び警察職
員給与条例第 条の２第２項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

（異動等の場合の地域手当）
第４条 道職員給与条例第 条の４第１項、学校職員給与条例第 条の２の２第１項及び警
察職員給与条例第 条の３第１項に規定する人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる
場合とする。

職員がその在勤する地域若しくは部局等を異にする異動又はその在勤する部局等の移
転の日の前日に在勤していた第２条に規定する地域又は部局等（以下この条において
「地域手当支給地域等」という。）に引き続き６箇月を超えて在勤していない場合であ
って、地域手当支給地域等に引き続き６箇月を超えて在勤していたとき。
道職員給与条例第 条の４第２項若しくは警察職員給与条例第 条の３第２項の職員

以外の地方公務員等又は学校職員給与条例第 条の２の２第２項の学校職員以外の地方
公務員等（以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。）であった者から人事交流等
又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成 年法律第 号。
以下「公益法人等派遣法」という。）第 条第１項の規定による採用により引き続き給
料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは部局等を異にする異動
又はその在勤する部局等の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に給料表
の適用を受ける職員として引き続き６箇月を超えて在勤していない場合であって、給料
表の適用を受けることとなった日（以下「適用日」という。）前の職員以外の地方公務
員等として勤務していた期間（常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤
務していた期間に限る。以下この条において同じ。）を給料表の適用を受ける職員とし
て勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域等に引き続き６箇月を超えて
在勤していたこととなるとき。
職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等又は公益法人等派遣法第 条第１

項の規定による採用により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤す
る地域若しくは部局等を異にする異動又はその在勤する部局等の移転の日の前日に在勤
していた地域手当支給地域等に給料表の適用を受ける職員として引き続き６箇月を超え
て在勤していない場合であって、適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務してい
た期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支
給地域等に引き続き６箇月を超えて在勤していたこととなるとき（前号に該当するとき
を除く。）。

２ 道職員給与条例第 条の４第１項、学校職員給与条例第 条の２の２第１項及び警察職
員給与条例第 条の３第１項に規定する人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げ
る場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

前項第１号に掲げる場合 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当
支給地域等又は同日から６箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日
の前日までの間（第３号において「対 期間」という。）に在勤していた当該地域手当

年以上 年未満

年以上 年未満

備考
この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第
４条各号の職員となった日以後の期間を示す。
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支給地域等以外の地域手当支給地域等に係る道職員給与条例第 条の２第２項各号、学
校職員給与条例第 条の２第２項各号又は警察職員給与条例第 条の２第２項各号に定
める割合のうち最も低い割合
前項第２号に掲げる場合 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給
地域等に係る道職員給与条例第 条の２第２項各号、学校職員給与条例第 条の２第２
項各号又は警察職員給与条例第 条の２第２項各号に定める割合
前項第３号に掲げる場合 適用日前の職員以外の地方公務員等として勤務していた期
間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しく
は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対 期間に在勤していたこと
となる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等に係る道職員給与条例第 条
の２第２項各号、学校職員給与条例第 条の２第２項各号又は警察職員給与条例第 条
の２第２項各号に定める割合のうち最も低い割合

第５条 道職員給与条例第 条の４第２項、学校職員給与条例第 条の２の２第２項及び警
察職員給与条例第 条の３第２項に規定する人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる
法人とする。

地方公社
公庫の予算及び決算に関する法律（昭和 年法律第 号）第１条に規定する公庫
国 公務員退職手当法施行令（昭和 年政令第 号）第９条の２各号に掲げる法人
国 公務員退職手当法施行令第９条の４各号に掲げる法人（前２号に掲げる法人及び

日本郵政公社を除く。）
地方独立行政法人法（平成 年法律第 号）第 条に規定する一般地方独立行政法

人
公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例（平成 年北海道条例第 号）第
条に規定する特定法人
前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの

第６条 道職員給与条例第 条の４第２項、学校職員給与条例第 条の２の２第２項及び警
察職員給与条例第 条の３第２項の規定により地域手当を支給する職員は、第１号に掲げ
る職員で適用日前２年以内の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間（常時勤務
に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第１号において同
じ。）を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に道職員給与条例
第 条の４第１項、学校職員給与条例第 条の２の２第１項若しくは警察職員給与条例第
条の３第１項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるもの（以下「一般権
衡職員」という。）及び第２号に掲げる職員とする。

人事交流等又は公益法人等派遣法第 条第１項の規定による採用により給料表の適用
を受ける職員となった者のうち、適用日前２年以内の職員以外の地方公務員等として勤

務していた期間に第２条第１項に規定する地域において勤務していた者（適用日前２年
以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交
流等又は公益法人等派遣法第 条第１項の規定による退職により引き続き職員以外の地
方公務員等となったものにあっては、当該期間に第２条に規定する地域又は部局等にお
いて勤務していた者）
人事交流等又は公益法人等派遣法第 条第１項の規定による採用により給料表の適用

を受ける職員となった者のうち、適用日の前日に常時勤務に服する者として第２条第１
項に規定する地域以外の地域において勤務していた者で一般権衡職員として地域手当を
支給される職員との権衡上必要があると人事委員会が認めるもの

２ 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、次の各号に掲げる職員の
区分に応じ、当該各号に定める額及び期間とする。

一般権衡職員 前項の場合に具備することとなる道職員給与条例第 条の４第１項、
学校職員給与条例第 条の２の２第１項又は警察職員給与条例第 条の３第１項の支給
要件に基づき、これらの項の規定により支給されることとなる額及び期間
前項第２号に掲げる職員 人事委員会が認める額及び期間

（地域手当の支給）
第７条 地域手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
（雑則）
第８条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が
定める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 平成 年３月 日までの間における道職員給与条例第 条の２第２項各号、学校職員給
与条例第 条の２第２項各号及び警察職員給与条例第 条の２第２項各号に規定する人事
委員会規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
３ 平成 年３月 日までの間における道職員給与条例第 条の３に規定する人事委員会規
則で定める割合は、 分の とする。
４ 平成 年 月１日までの間における第４条の規定の適用については、同条第１項中「次
に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合（これらの項に規定する異動等前の支給割合
に係る人事委員会規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた
地域又は部局等に引き続き６箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から６箇月を
さかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は部局等に係る道
職員給与条例第 条の２第２項各号、学校職員給与条例第 条の２第２項各号又は警察職
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員給与条例第 条の２第２項各号に定める割合が改定されたとき（以下この条において
「支給割合の改定の場合」という。）及び次に掲げる場合）」と、同条第２項第１号中
「前項第１号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第１号に掲げる
場合」と、「第３号において」とあるのは「以下この項において」と、「定める割合」と
あるのは「定める割合（対 期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そ
のうち最も低い割合）」と、同項第２号及び第３号中「定める割合」とあるのは「定める
割合（対 期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割
合）」とする。
５ 小 市又は指定解除部局（江別市に所在する部局等で調整手当に関する規則の一部を改
正する規則（北海道人事委員会規則７ ）による改正前の調整手当に関する規則第２
条第２項に基づき道職員給与条例第 条の２第１項後段、学校職員給与条例第 条の２第
１項後段又は警察職員給与条例第 条の２第１項後段の部局等とされていたものをい
う。）（以下「指定解除地域等」という。）に在勤する職員には、道職員給与条例第 条
の３（学校職員給与条例附則第６項の規定により道職員給与条例別表第５の医療職給料表
の適用を受ける北海道職員の例によることとされている場合を含む。以下同じ。）の規定
による地域手当が支給される期間及び道職員給与条例第 条の４、学校職員給与条例第
条の２の２又は警察職員給与条例第 条の３の規定によりこの項の規定による地域手当の
支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、平成 年３月 日まで
の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に 分の１を乗じて得た月額の地
域手当を支給する。
６ 指定解除地域等に在勤する職員が平成 年３月 日までの間にその在勤する地域若しく
は部局等を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する部局等が同日までに移転し
た場合（これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた指定解除地域等に引
き続き６箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められ
る場合として人事委員会の定める場合に限る。）において、当該異動又は移転（以下「異
動等」という。）の直後に在勤する地域又は部局等が道職員給与条例第 条の２第１項前
段、学校職員給与条例第 条の２第１項前段及び警察職員給与条例第 条の２第１項前段
に規定する地域、これらの項後段に規定する部局等又は指定解除地域等に該当しないこと
となるときは、当該職員には、道職員給与条例第 条の３の規定による地域手当が支給さ
れる期間及び道職員給与条例第 条の４、学校職員給与条例第 条の２の２又は警察職員
給与条例第 条の３の規定により地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から
２年を経過するまでの間（当該異動等の日から起算して２年を経過する日が平成 年４月
１日以後となる職員にあっては、同年３月 日までの間。以下この項において同じ。）、
給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該
各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動

等の日から２年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は部局等を異にして異動した場
合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、
人事委員会の定めるところによる。
当該異動等の日から同日以後１年を経過する日までの期間 分の１
当該異動等の日から同日以後２年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除
く。） 同号に定める割合に 分の を乗じて得た割合

７ 道職員給与条例第 条の４第２項若しくは警察職員給与条例第 条の３第２項又は学校
職員給与条例第 条の２の２第２項の職員以外の地方公務員等であった者で平成 年３月
日までの間に人事交流等又は公益法人等派遣法第 条第１項の規定による採用により引

き続き給料表の適用を受ける職員となったもののうち、給料表の適用を受けることとなっ
た日（以下「適用日」という。）前２年以内の職員以外の地方公務員等として勤務してい
た期間（常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。
以下この項において同じ。）に指定解除地域等において勤務していた者（適用日前２年以
内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等
又は公益法人等派遣法第 条第１項の規定による退職により引き続き職員以外の地方公務
員等となったものにあっては、当該期間に指定解除地域等において勤務していた者）で、
適用日前２年以内の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受
ける職員として勤務していたものとした場合に前２項に規定する地域手当の支給要件を具
備することとなるものには、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
８ 附則第５項及び第６項の規定が適用される間、指定解除地域等に在勤していた期間があ
る職員及び指定解除地域等に職員以外の地方公務員等として勤務していた期間がある職員
に対する附則第４項の規定による読替え後の第４条の規定の適用については、同条第１項
第１号及び第３項中「地域手当支給対 地域等に引き続き」とあるのは「地域手当支給対
地域等又は附則第５項に規定する指定解除地域等に引き続き」と、同条第２項第１号及
び第３号中「）のうち最も低い割合」とあるのは「）のうち最も低い割合。ただし、対
期間において、指定解除地域等に在勤していた期間がある職員及び指定解除地域等に職員
以外の地方公務員等として勤務していた期間がある職員について、当該最も低い割合が
分の１を超えるときは、 分の１とする。」とする。

９ 附則第５項の規定が適用される間、小 市に在勤する職員に対する特地勤務手当等に関
する規則（北海道人事委員会規則７ ）第４条の規定の適用については、同条中「地
域手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）別表に掲げる地域」とあるのは
「小 市」と、「道職員給与条例第 条の２及び警察職員給与条例第 条の２」とあるの
は「地域手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）附則第５項」とする。
附則第５項の規定が適用される間、指定解除地域等に在勤する職員に対するへき地手当
に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）第８条の規定の適用については、同条中
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「地域手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）別表に掲げる地域に所在する
へき地学校又はへき地学校に準ずる学校」とあるのは「小 市に所在するへき地学校若し
くはへき地学校に準ずる学校又は指定解除部局」と、「学校職員給与条例第 条の２（市
町村立学校職員給与条例第２条第２項において準用する場合を含む。）」とあるのは「地
域手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）附則第５項」とする。
（雑則）
附則第２項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置
は、人事委員会が定める。
附則別表（附則第２項関係）

北海道人事委員会規則７─

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を

次のように改正する。
第３条第１項中「、保健福祉事務所」、「、植物遺伝資源センター」及び「、栽培漁業総
合センター」を削り、「及び北方建築総合研究所」を「、北方建築総合研究所及び保健福祉
事務所」に改める。
第６条第１項第２号中「職員厚生課、管財課、建築整備室又は支庁の会計課若しくは建設
指導課」を「総務部総務課、職員厚生課若しくは建築局又は支庁の総務課、建設指導課若し
くは土木現業所建設指導課」に改め、同項第３号中「、整備課」の次に「、農村振興課」を
加え、同項第４号中「森林環境室道有林課、森林整備課、支庁林務課、森づくりセンター又
は林業試験場」を「森林整備課、道有林課若しくは林業試験場又は支庁の林務課若しくは森
づくりセンター」に改め、同項第５号中「建築整備室又は支庁建設指導課」を「建築局又は
支庁の建設指導課若しくは土木現業所建設指導課」に改め、同項第６号及び第７号中「支庁
建設指導課」を「支庁の建設指導課若しくは土木現業所建設指導課」に改め、同項第９号中
「支庁林務課」を「支庁の林務課」に改め、同条第２項第１号中「、整備課」の次に「、農
村振興課」を加え、同項第２号中「、河川課、」を「若しくは河川課又は」に、「耕地出張
所若しくは防災ダム建設事務所又は」を「農村振興課、耕地出張所若しくは」に改め、同項
第３号中「道路計画課、道路整備課」を「道路課」に改め、同条の次に次の１条を加える。
（公害防止作業手当）
第６条の２ 条例第 条の４に規定する人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる業務と
する。

大気汚染防止法（昭和 年法律第 号）第 条第１項に規定する立入検査のうち、煙
道測定の作業又は特定粉じん排出作業の監視を伴う立入検査
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項に規定す

る立入検査のうち、特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を取り扱う事業場への
立入検査
水質汚濁防止法（昭和 年法律第 号）第 条第１項に規定する立入検査のうち、

採水の作業を伴う立入検査
ダイオキシン類対策特別措置法（平成 年法律第 号）第 条第１項に規定する立

入検査のうち、煙道測定、採水又は土壌採取の作業を伴う立入検査
第７条を削る。
第７条の２中「第 条の５」を「第 条の５第１項」に改め、同条に次の１項を加え、同
条を第７条とする。
２ 条例第 条の５第２項に規定する人事委員会規則で定める業務は、捜索救難のための訓

支給割合 支 給 地 域

分の 東京都のうち特別区

分の
愛知県のうち名古屋市
大阪府のうち大阪市

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成 年４月１
日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日に
おける区域によって示された地域を示し、その後におけ
るそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの
区域の変更によって影響されるものではない。

別表（第２条、第３条関係）

都道府県 支 給 地 域 級 地

北 海 道 札 幌 市 ４級地

東 京 都 特 別 区 １級地

愛 知 県 名 古 屋 市 ３級地

大 阪 府 大 阪 市 ２級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成 年４月１
日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日に
おける区域によって示された地域を示し、その後におけ
るそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの
区域の変更によって影響されるものではない。

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）

練の業務とする。
第７条の次に次の１条を加える。
（山上作業手当）
第７条の２ 条例第 条の６に規定する人事委員会規則で定めるものは、気 官署観測業務
規程（昭和 年中央気 台達第 号）第 条の規定に基づく火山機動観測業務実施要領
（昭和 年気管第 号）の別表１に掲げられている火山の山上の観測点の所在する場所
のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点か
ら徒歩によらなければならない場所で、当該場所までの徒歩による距離が片道
メートル以上であり、かつ、その所要時間が片道 分以上の地点に所在するもの
通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点か
ら再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点までの徒歩によらなけ
ればならない区間で、当該区間の徒歩による距離が メートル以上であり、かつ、
その所要時間が１時間以上の区間内に所在する場所のうち、徒歩を開始する地点から最
遠の地点に所在するもの（前号に該当するものを除く。）
地方公共団体等の公的機関により、火山の 発、地殻変動、噴気、有毒ガス等の火山

活動による災害から住民、登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって、立入禁止、
登山規制、立入注意等がなされている区域内に所在するもの（前２号に該当するものを
除く。）
第７条の３を次のように改める。
（実習船実習指導手当）
第７条の３ 条例第 条に規定する実習船実習指導手当の額は、指導業務に従事した日１日
につき、次の各号に掲げる実習の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

航海実習 円
停泊実習及びドック実習 円

第 条を削り、第９条を第 条とし、第８条の次に次の１条を加える。
（放射線作業手当）
第９条 条例第 条第１項に規定する人事委員会規則で定める場合とは、職員が月の初日か
ら末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が マイクロシーベルト以上で
あったことが医療法施行規則（昭和 年厚生省令第 号）第 条の 第２項に定める測定
（同項第１号ただし書によるものを除く。）により認められた場合とする。
第 条第２項を削る。
第 条第１項中「第 条の４第１項」を「第 条の３第１項」に改め、同条第２項及び第

３項中「第 条の４第２項」を「第 条の３第２項」に改める。
第 条第１項中「第 条の４まで、第 条から第 条の５」を「第７条まで、第９条から

第 条の４まで、第 条、第 条の２、第 条の４から第 条の６」に、「、第 条の３、
第 条第４項、第 条第４項、第 条の２及び第 条の３」を「及び第 条の２」に改め、
同条第２項中「第 条の４」を「第 条の３」に改める。
別記様式その２を削り、別記様式その３の１を別記様式その２とし、別記様式その３の２
を別記様式その３とする。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の

一部を次のように改正する。
第２条第２項第１号中「 円」を「 円」に改め、同項第２号中「 円」を

「 円」に改め、同項第３号中「 円」を「 円」に、「 円に」を「
円に市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭
和 年北海道条例第 号）第２条において準用する」に、「 円」を「 円」に改め
る。
第２条の２を次のように改める。
（教員特殊業務手当）
第２条の２ 条例第 条第２項第４号に規定する人事委員会が定める額は、同号の業務に係
る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

従事した時間が８時間以上の場合 円
従事した時間が８時間未満の場合 円

第３条第１項中「から第９条まで」を削り、同条第２項中「第２号」の次に「、第８条」
を加え、「、第 条の３並びに第 条から第 条まで」を「、第 条、第 条並びに第
条」に改める。
別記様式その１備考中２を削り、同様式備考３を同様式備考２とする。
別記様式その２及びその３を次のように改める。
その２及びその３ 削除

「 「
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同様式備考１中「、舎務手当及び夜間課程勤務手当」を「及び舎務手当」に改め、同様式備
考中３を削り、４を３とし、５を４とし、同様式備考６中「。以下「市町村立学校職員勤務
時間等条例」という。」を削り、同様式備考中６を５とし、７を６とし、８を７とし、同様
式備考９中「又は夜間課程勤務」を削り、同様式備考中９を８とする。

改め、同様式備考１中「、舎務手当及び夜間課程勤務手当」を「及び舎務手当」に改め、同
様式備考中４を削り、５を４とし、６を５とし、同様式備考７中「又は夜間課程勤務」を削
り、同様式備考中７を６とする。

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道
条例第 号。以下「改正条例」という。）附則第２項に規定する人事委員会規則で定める
割合は、この規則による改正前の北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則第
２条の２各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
３ 改正条例附則第２項の規定により職員に支給される夜間課程勤務手当の支給方法及び支

給実績簿については、なお従前の例による。
４ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北海道学校職員等の特殊勤務手当の
支給に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則
による改正後の北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定にかかわらず、
当分の間、使用することを妨げない。

北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公
布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）

の一部を次のように改正する。
第２条中「警ら作業は」を「ものは」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項とし
て次の１項を加える。
条例第３条第１項第４号に規定する人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる作業と
する。

警察署に勤務する職員が行う作業及び警察本部又は方面本部に勤務する職員が犯罪現
場において行う作業
前号に掲げる作業以外の作業（電子情報処理機器の端末を操作して行うデータの検索、
抽出及び入力の作業を除く。）
第３条第１項中「の区分により、それぞれ」を「に掲げる作業の区分に応じ、」に改め、
同項第５号中「警察署に勤務する職員が行う作業及び警察本部又は方面本部に勤務する職員
が犯罪現場において行う」を「前条第１項第１号の」に改め、同項第６号中「前号に掲げる
作業以外」を「前条第１項第２号」に改め、同条第２項中「条例第７条の３第３項に規定す
る再任用短時間勤務職員」を「地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条の５第１項の
規定により採用された職員」に改める。
第５条第１項、同条第２項各号列記以外の部分及び同項第１号中「作業」を「業務」に改
め、同項第２号中「における作業」を「を飛行して行う業務」に改め、同項第３号中「おけ
る作業」を「飛行して行う業務」に改め、同項第４号中「における作業」を「を飛行して行
う業務」に改め、同項第５号中「作業」を「業務」に改め、同条に第３項として次の１項を
加える。
３ 条例第５条第３項に規定する人事委員会規則で定める業務は、捜索救難、犯罪の捜査又
は鎮圧のための訓練の業務とする。

別記様式その６の１中

級・号俸 手当月額

」

を

手当月額

」

に改め、
円 円

円 円

円 円

円 円

別記様式その６の２中

「

」

を

「

」

に
級・号俸

部分休業に
よる減額後
の手当月額

部分休業に
よる減額後
の手当月額

円 円
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第５条の３第２号中「又は通信指令」を「、通信指令又は無線の送受信」に改める。
第６条中「第７条の７」を「第７条の６」に改める。
第６条の２中「第７条の８」を「第７条の７」に改める。
第６条の３中「第７条の９」を「第７条の８」に改める。
第６条の４第１項中「第７条の 第１項」を「第７条の９第１項」に改め、同条第２項中

「第７条の 第２項」を「第７条の９第２項」に改める。
別記様式その１備考１中「月額により支給するもの」を「作業手当」に改め、同様式備考
２中「第３条の３、第５条、第６条、第７条、第７条の４及び第７条の に定める作業」を
「第３条の３第１項、第６条第１項、第７条第１項及び第７条の４第１項並びに規則第６条
の４第１項に定める作業又は条例第５条第２項に定める職員」に改め、同様式備考３中「、
術科指導手当にあっては術科指導員又は術科指導補助員の別を」を削り、「第５条第２項に
定める作業」を「第５条第２項に定める業務」に改める。
別記様式その２の１中「特殊勤務手当支給実績簿」を「特殊勤務手当（作業手当）支給実
績簿」に、

額で定められているものについて、その種類別に」を「作業手当について」に改め、同様式
備考７中「第７条の３第３項に規定する再任用短時間勤務職員」を「地方公務員法（昭和
年法律第 号）第 条の５第１項の規定により採用された職員」に改める。
別記様式その２の２中「特殊勤務手当支給実績簿」を「特殊勤務手当（作業手当）支給実
績簿」に、

「

」
を部 （署） 課 名 手 当 の

名 称

「

」
に改め、同様式備考１中「手当額が月部 （署） 課 名

「

」
を部 （署） 課 名 手 当 の

名 称

「

」
に改め、同様式備考１中「手当額が月部 （署） 課 名

額で定められているものについて、その種類別に」を「作業手当について」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北海道地方警察職員の特殊勤務手当
の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規
則による改正後の北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定にかかわ
らず、当分の間、使用することを妨げない。

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則
管理職手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正する。
第３条の次に次の１条を加える。
第４条 北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第
号）附則第８項、北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北
海道条例第 号）附則第８項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に
関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第２項において準用
する場合を含む。）又は北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
（平成 年北海道条例第 号）附則第８項の規定による給料を支給される職員に関する第
３条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と北海道職員
の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第８項、
北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）
附則第８項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第２項において準用する場合を含
む。）又は北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海
道条例第 号）附則第８項の規定による給料の額との合計額」とする。

別表知事部局の部本庁の項中「局 長」を
「局 長

に改め、「出納局次長」を削り、
局次長」

「首席専門技術員
道民相談センター
所長 」

を

「首席普及指導員
総務業務センター
長
文書館長 」

に、
「北方領土対策本部
副本部長 」

を

「北方領土対策本部
副本部長
道政相談センター
所長
パスポートセンタ
ー所長 」

に、
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「

」

を

「

」

に、

室長（課に置かれ
る 室 の 長 に 限
る。）

３ 種（人事委員
会が別に定める場
合にあっては、２
種）

室長（課に置かれ
る 室 の 長 に 限
る。）
パスポートセン
ター所長

３ 種

総括文書専門員 ３ 種

「総括専門技術員」を「総括普及指導員」に改め、

同部支庁の項中「部 長」を
「部 長

に改め、
「防災ダム建設事務

を削り、
参 事」 所長 」

同部中

「

」

を

地域農業改良普
及センター

所 長 ６ 種（人事委員
会が別に定める場
合にあっては、３
種）

次 長 ６ 種

「

」

に改め、

農業改良普及セ
ンター

所 長 ３ 種

次 長
支所長
支所次長

６ 種

同部土木現業所の項中「企画調整室長 」を

「企画調整室長
施設保全室長（人
事委員会の定める
ものに限る。） 」

に、

「課 長」を
「課 長
主 幹」

に改め、 主 幹 を削り、

同部東京事務所の項中「参 事」を
「参 事

に改め、
支所長」

同部中自治政策研修センターの項を削り、同部消防学校の項中「３ 種」を「２ 種」に改め、
同部中文書館の項を削り、同部野幌森林公園事務所の項中「３ 種」を「２ 種」に改め、

「３ 種（人事委員
会が別に定める場

同部開拓記念館の項中「３ 種」を に改め、
合にあっては、２
種） 」

同部アイヌ民族文化研究センターの項中「３ 種」を「２ 種」に改め、
同部女性相談援助センターの項中「３ 種」を「２ 種」に改め、
同部衛生学院の項中

「

」
を

「

」

に改め、
課長補佐 ４ 種

課長補佐 ４ 種
総括教務主幹 ５ 種

同部中肢体不自由者訓練センターの項を削り、
同部身体障害者リハビリテーションセンターの項中「庶務課長」を「企画調整課長」に、
「５ 種」を「４ 種」に改め、
同部肢体不自由児総合療育センターの項中

「

」
を

「

」

に改め、

事務長 ３ 種（人事委員
会が別に定める場
合にあっては、２
種）

副院長
事務長

３ 種

副院長 ３ 種

同部中もなみ学園、大阪事務所及び名古屋事務所の項を削り、
「副場長

同部農業試験場の項中「副場長」を 支場長 に、
参 事」

「

」

を

「

」

に改め、

企画情報室長
支場技術普及部長

３ 種

企画情報室長 ３ 種
企画情報室長補佐 ４ 種

副部長
総務課長
企画情報室長補佐

５ 種
副部長
総務課長
主 幹
支場主幹

５ 種

同部中植物遺伝資源センターの項を削り、

同部農業大学校の項中「研修室長」を
「研修室長

に改め、
教務課長」
「総括水産業専門技
術員

同部水産試験場の項中「支場長」を削り、 を「総括普及指導員 」に改め、
支場総括水産業専
門技術員 」

同部栽培漁業総合センターの項を削り、

同部林業試験場の項中
「総括林業専門技術

を「総括普及指導員 」に改め、
員 」

同部北方建築総合研究所の項中

「

」

を

「

」

に改め、

部 長 ３ 種（人事委員
会が別に定める場
合にあっては、２
種）

部 長 ３ 種（人事委員
会が別に定める場
合にあっては、２
種）

研究参事 ３ 種

同部中

「

」

を

医科大学附属情
報センター

所 長 ３ 種

主 幹 ４ 種

医科大学附属図
書館

図書館長
副館長

３ 種

事務長 ４ 種
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附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則
義務教育等教員特別手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のよ

うに改正する。
別表第１及び別表第２を次のように改める。

同表教育庁の部本庁の項中

「

」
を

「

」

に改め、

主 幹 ４ 種

主 幹 ４ 種 社会教育主幹
学芸主幹

５ 種

同部美術館の項中「管理課長」を「総務課長」に改める。

同表警察部局の部警察本部の項中「音楽 長」を
「音楽 長
留置場長」

に改める。

同表労働委員会事務局の部中「事務局次長」を削る。

「

」

に改める。

医科大学附属総
合情報センター

所 長 ３ 種

副所長（人事委員
会の定めるものに
限る。）

４ 種

医科大学附属産
学・地域連携セ
ンター

所 長 ３ 種

副所長（人事委員
会の定めるものに
限る。）

４ 種

別表第１ 中学校及び小学校教育職給料表の適用を受ける者（第３条関係）

職員の
区 分

職務の級

号俸
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

１から４まで
５から８まで
９から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで

円 円 円 円

再任用
職 員

備考 「中学校及び小学校教育職給料表」とは、市町村立学校職員給与負担法に規定す
る学校職員の給与に関する条例第２条第１項に規定する教育職給料表をいう。
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別表第２ 高等学校教育職給料表の適用を受ける者（第３条関係）

職員の
区 分

職務の級

号俸
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

１から４まで
５から８まで
９から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで
から まで
から まで

から まで
から まで
から まで

円 円 円 円

再任用
職 員

備考 「高等学校教育職給料表」とは、北海道学校職員の給与に関する条例第５条第１
項第２号に規定する教育職給料表をいう。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第
号）附則第 項の規定により定時制通信教育手当を支給される職員に関する義務教育等教
員特別手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）第３条の規定の適用について
は、同条第５号中「定時制通信教育手当又は」とあるのは「定時制通信教育手当（北海道
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第
項の規定により支給される定時制通信教育手当を含む。以下この号において同じ。）又
は」とする。

北海道職員等の旅費支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則７─

北海道職員等の旅費支給規則の一部を改正する規則
北海道職員等の旅費支給規則（北海道人事委員会規則７ ６）の一部を次のように改正す

る。
第２条第３号中「５級」を「３級」に改め、同号ア中「 級」を「９級」に改め、同号イ
中「 級」を「８級」に改め、同号ウ中「９級」を「７級」に改め、同号エ中「８級」を
「６級」に改め、同号オ中「７級」を「５級」に改め、同号カ中「６級」を「４級」に改め
る。
別表第１（その１）を次のように改める。
別表第１（その１）（第２条関係）

行政職給料表の各級に相当する他の給料表の職務の級

行政職
給料表

公 安 職
給 料 表

海 事 職
給 料 表

教育職給料表
（大学）

教育職給料表
（高校）

教育職給料表
（中・小）

研 究 職
給 料 表

医 療 職
給 料 表

医 療 職
給 料 表

医 療 職
給 料 表

その他

級 ４級の特１号
俸以上

９ 級
４級の５号俸
から 号俸ま
で

５級の５号
俸以上 ４ 級

８ 級 ９ 級

４級の４号俸
以下
３級の 号俸
以上

４ 級

５級の４号
俸以下

３級の５号
俸以上

７ 級 ８ 級
３級の９号俸
から 号俸ま
で

３ 級
４級
３級の 号俸
以上

３級の４号
俸以下 ７ 級 ７ 級
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別表第１（その２）を次のように改める。
別表第１（その２）（第２条関係）

６ 級 ７ 級
２級の 号俸
以上

２級の 号俸
以上

３級の９号俸
から 号俸ま
で

４級
３級の 号
俸以上

２級の 号
俸以上 ６ 級 ６ 級

５ 級 ６ 級 ５ 級

３級の８号俸
以下
２級の 号俸
から 号俸ま
で

２級の 号俸
から 号俸ま
で

３級の８号俸
以下
２級の 号俸
以上

３級の５号
俸から 号
俸まで

２級の９号
俸から 号
俸まで ５ 級 ５ 級

４ 級 ５ 級 ４ 級

２級の５号俸
から 号俸ま
で

２級の 号俸
から 号俸ま
で

２級の 号俸
から 号俸ま
で

３級の４号
俸以下

２級の８号
俸以下
１級の 号
俸以上

３ 級 ４ 級 ３ 級

２級の４号俸
以下
１級の 号俸
以上

２級の 号俸
から 号俸ま
で

２級の 号俸
から 号俸ま
で

２級の 号
俸以上

１級の 号
俸から 号
俸まで

４級
３級の５号
俸以上

４級
３級の５号
俸以上

２ 級

３級の９号
俸以上
２級の 号
俸以上
１級の 号
俸以上

２級の９号
俸以上

１級の９号俸
から 号俸ま
で

２級の９号俸
から 号俸ま
で
１級の 号俸
以上

２級の 号俸
から 号俸ま
で
１級の 号俸
以上

２級の９号
俸から 号
俸まで
１級の 号
俸以上

１級の 号
俸以下

３級の４号
俸以下
２級の９号
俸以上

３級の４号
俸以下
２級の 号
俸以上

１ 級

３級の８号
俸以下
２級の 号
俸以下
１級の 号
俸以下

２級の８号
俸以下
１級

１級の８号俸
以下

２級の８号俸
以下
１級の 号俸
以下

２級の 号俸
以下
１級の 号俸
以下

２級の８号
俸以下
１級の 号
俸以下

２級の８号
俸以下
１級

２級の 号
俸以下
１級

賃金を
もって
雇用さ
れる者

備考 １ この表中「教育職給料表（大学）」とは、道職員給与条例第４条第１項第３号に規定する教育職給料表をいう。
２ この表中「教育職給料表（高校）」とは、学校職員給与条例第５条第１項第２号に規定する教育職給料表をいう。
３ この表中「教育職給料表（中・小）」とは、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条
例第 号）第２条第１項に規定する教育職給料表をいう。
４ この表中「その他」とは、賃金をもって雇用される者のうち、給料が日額で定められている者をいう。

再任用職員の行政職給料表の各級に相当する他の給料表の職務の級

行政職
給料表

公安職
給料表

海事職
給料表

教育職
給料表
（大学）

教育職
給料表
（高校）

教育職
給料表
（中 小）

研究職
給料表

医療職
給料表

医療職
給料表

医療職
給料表

級
９ 級 ４ 級
８ 級 ９ 級 ４ 級 ４ 級 ５ 級
７ 級 ８ 級 ３ 級 ４ 級

３ 級
３ 級 ７ 級 ７ 級

６ 級 ７ 級 ４ 級 ６ 級 ６ 級
５ 級 ６ 級 ５ 級 ３ 級 ３ 級 ５ 級 ５ 級

別表第５を次のように改める。
別表第５（第９条関係）

４ 級 ５ 級 ４ 級 ２ 級 ２ 級 ２ 級 ２ 級
３ 級 ４ 級 ３ 級 １ 級 ２ 級 １ 級 ４ 級

３ 級
４ 級
３ 級

２ 級 ３ 級
２ 級
１ 級

２ 級 １ 級 １ 級 １ 級 ２ 級 ２ 級

１ 級 １ 級 １ 級 １ 級

備考 １ 「再任用職員」とは、地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条の４第
１項、第 条の５第１項又は第 条の６第１項若しくは第２項の規定により採
用された職員をいう。
２ この表の給料表の名称については、別表第１（その１）の備考の規定を準用
する。

都 府 県 名 地 域

埼 玉 県 さいたま市

千 葉 県 千葉市

東 京 都 特別区

神 奈 川 県 横浜市
川崎市

愛 知 県 名古屋市

京 都 府 京都市

大 阪 府 大阪市
堺市

兵 庫 県 神戸市

広 島 県 広島市

福 岡 県 福岡市

備考 この表の地域欄に掲げる名称は、平成 年４月１日においてそ
れらの名称を有するものの同日における区域によって示された地
域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称
を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

附 則

１ この規則は、平成 年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
２ この規則による改正後の北海道職員等の旅費支給規則の規定は、施行日以降に出発する
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旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

船員等の旅費の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

北海道人事委員会規則７

船員等の旅費の支給に関する規則の一部を改正する規則

船員等の旅費の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改

正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

区 分 航 海 日 当

海事職
給料表

行政職
給料表

公安職
給料表

教 育 職
給 料 表
（大学）

教 育 職
給 料 表
（高校）

教 育 職
給 料 表
（中 小）

研 究 職
給 料 表

医 療 職
給料表

医 療 職
給料表

医 療 職
給料表 第１区 第２区 第３区 第４区

５ 級
４ 級

級
９ 級
８ 級
７ 級
６ 級
５ 級
４ 級

９ 級
８ 級
７ 級
６ 級
５ 級

４ 級
３ 級
２級の５
号俸以上

４ 級
３ 級
２級の
号俸以上

４ 級
３ 級
２級の
号俸以上

５ 級
４ 級
３ 級

４ 級
３ 級
２ 級
１級の
号俸以上

７ 級
６ 級
５ 級

７ 級
６ 級
５ 級

円 円 円 円

３ 級 ３ 級 ４ 級 ２級の４
号俸以下
１級の
号俸以上

２級の
号俸から
号俸ま

で

２級の
号俸以上
号俸以

下

２級の
号俸以上

１級の
号俸から
号俸ま

で

４ 級
３級の５
号俸以上

４ 級
３級の５
号俸以上

２ 級
１ 級

２ 級
１ 級

３ 級
２ 級
１ 級

１級の
号俸以下

２級の
号俸以下
１ 級

２級の
号俸以下
１ 級

２級の
号俸以下
１ 級

１級の
号俸以下

３級の４
号俸以下
２ 級
１ 級

３級の４
号俸以下
２ 級
１ 級

備考 １ この表中「教育職給料表（大学）」とは、北海道職員の給与に関する条例第４条第１項第３号に規定する教育職給
料表をいう。
２ この表中「教育職給料表（高校）」とは、北海道学校職員の給与に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）第５
条第１項第２号に規定する教育職給料表をいう。
３ この表中「教育職給料表（中・小）」とは、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例
（昭和 年北海道条例第 号）第２条第１項に規定する教育職給料表をいう。

別表第２中「水産林務部資源管理課」を「水産林務部漁業管理課」に改める。

附 則

１ この規則は、平成 年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の船員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以降に出発

する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

道 人 事 委 員 会 告 示

北海道人事委員会告示第１号

昭和 年北海道人事委員会告示第６号（北海道職員の給料表の適用範囲に関する規則に基

づく給料表の適用範囲指定）の一部を次のように改正し、平成 年４月１日から施行する。

平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号から第９号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の２号を加える。

教育庁生涯学習部生涯学習推進局生涯学習課北方民族博物館グループに勤務し調査研

究業務に従事する職員

教育庁生涯学習部生涯学習推進局文化・スポーツ課文学館グループ又は釧路芸術館グ

ループに勤務し調査研究業務に従事する職員

第３項第４号中「支庁地域政策部環境生活課」を「支庁地域振興部環境生活課」に改め、

同項第５号中「支庁農業振興部農務課」を「支庁産業振興部農務課」に改める。

北海道人事委員会告示第２号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）別表第２の

４ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 年北海道条例第 号）第２条第１項又は一般職の任期付研究員
の採用等に関する条例（平成 年北海道条例第 号）第３条の規定により任期を定めて採用された職員に対する
この表の適用については、当該職員が北海道職員等の旅費支給規則（北海道人事委員会規則７ ６）第２条の規
定による行政職給料表の各職務の級に相当する職務の級を受けているものとみなす。

５ 船長及び水産課程の実習担当教諭に対しては、航海日当定額の５割相当額を、副船長、実習管理監及び機関長に対
しては、航海日当定額の２割相当額をそれぞれ加算するものとする。この場合において、加算する額に１円未満
の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

６ 東経 度北緯 度、東経 度北緯 度 分、東経 度北緯 度 分、東経 度北緯 度及び東経 度北緯
度の各点を順次に結んでできる折線に囲まれた海域（港則法施行令（昭和 年政令第 号）第１条に規定する港
の区域を除く。）を 月１日から翌年の３月 日までの間に航行する場合は、当該海域を航行する日に限り、航
海日当定額の５割相当額を加算するものとする。この場合において、加算する額に１円未満の端数があるときは、
前項後段の規定を準用する。
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ア行政職給料表級別資格基準表備考第４項の規定に基づき、保育士等の級別資格基準表を次
のとおり定め、平成 年４月１日から施行する。
なお、これに伴い昭和 年北海道人事委員会告示第 号（初任給、昇格、昇給等の基準に

関する規則に基づく保育士等の級別資格基準表）は、廃止する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

職 種 学歴免許等
職 務 の 級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 級

保 育 士 短 大 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

改良普及員

水産業改良
普 及 員

林 業 改 良
指 導 員

大 学 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

短 大 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

高 校 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

児 童 自 立
支援専門員

大 学 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

短 大 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

児 童 生 活
支 援 員 短 大 卒 別に定

める
別に定
める

別に定
める

別に定
める

児童指導員 短 大 卒 別に定
める

別に定
める

別に定
める

別に定
める

職 業 訓 練
指 導 員 高 校 卒 別に定

める
別に定
める

別に定
める

別に定
める

北海道人事委員会告示第３号

昭和 年北海道人事委員会告示第７号（児童自立支援専門員、児童生活支援員及び児童指
導員の初任給基準表）の一部を次のように改正し、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
昭和 年北海道人事委員会告示第７号（児童自立支援専門員、児童生活支援員及び児童指
導員の初任給基準表）の一部改正

考を削る。

北海道人事委員会告示第４号

昭和 年北海道人事委員会告示第８号（職業訓練指導員の初任給基準表）の一部を次のよ
うに改正し、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
表中「１級７号俸」を「１級５号俸」に改め、同表備考を削る。

表中

「

」

を

「

」

に改め、同表備

２ 級 ３ 号 俸 １ 級 号 俸

１ 級 号 俸 １ 級 号 俸

１ 級 ９ 号 俸 １ 級 号 俸

１ 級 ９ 号 俸 １ 級 号 俸

北海道人事委員会告示第５号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（へき地学校及びその級別の指定）の一部を次のよ
うに改正し、平成 年４月１日から適用する。

平成 年３月 日
北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

石狩支庁管内の項中
「

」
を削当別町字中小屋 中小屋小学校 １

り、渡島支庁管内の項中
「

」
を削七飯町字西大沼 西大沼小学校 １

り、檜山支庁管内の項中
「

」

及び

せたな町大成区長磯 長磯小学校 ２
せたな町大成区都 久遠小学校 １
せたな町大成区都 大成中学校 １
せたな町大成区都 せたな町大成学校給食センター １
せたな町大成区平浜 平田内小学校 １

「
せたな町瀬棚区西大里 馬場川小学校 ２
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せたな町瀬棚区島歌 島歌小学校 ２

」

を削

せたな町瀬棚区本町 瀬棚小学校 １
せたな町瀬棚区共和 瀬棚中学校 １
せたな町瀬棚区共和 せたな町瀬棚学校給食センター １
せたな町北檜山区小倉山 小倉山小学校 ３
せたな町北檜山区富里 左股小学校 ３
せたな町北檜山区二俣 二俣小学校 ３
せたな町北檜山区太櫓 太櫓小学校 ２
せたな町北檜山区若松 若松小学校 ２
せたな町北檜山区豊岡 北檜山小学校 １
せたな町北檜山区豊岡 北檜山中学校 １
せたな町北檜山区豊岡 せたな町北檜山学校給食センター １
せたな町北檜山区丹羽 玉川小学校 １
せたな町北檜山区丹羽 檜山北高等学校 １

り、
「

」
を今金町字神丘 神丘小学校 １

「

に改

今金町字神丘 神丘小学校 １
せたな町北檜山区小倉山 小倉山小学校 ３
せたな町北檜山区富里 左股小学校 ３
せたな町北檜山区二俣 二俣小学校 ３
せたな町大成区長磯 長磯小学校 ２
せたな町北檜山区太櫓 太櫓小学校 ２
せたな町北檜山区若松 若松小学校 ２
せたな町瀬棚区西大里 馬場川小学校 ２
せたな町瀬棚区島歌 島歌小学校 ２
せたな町大成区都 久遠小学校 １
せたな町大成区都 大成中学校 １
せたな町大成区都 せたな町大成学校給食センター １
せたな町大成区平浜 平田内小学校 １
せたな町北檜山区豊岡 北檜山小学校 １
せたな町北檜山区豊岡 北檜山中学校 １
せたな町北檜山区豊岡 せたな町北檜山学校給食センター １

せたな町北檜山区丹羽 玉川小学校 １

」

せたな町北檜山区丹羽 檜山北高等学校 １
せたな町瀬棚区本町 瀬棚小学校 １
せたな町瀬棚区共和 瀬棚中学校 １
せたな町瀬棚区共和 せたな町瀬棚学校給食センター １

「
」
を削ニセコ町字宮田 宮田小学校 １

り、空知支庁管内の項中
「

」
を削月形町字月ヶ岡 中和小学校 １

り、上川支庁管内の項中

め、後志支庁管内の項中

「

」

に改
士別市温根別町南線通 温根別中学校 １
士別市朝日町中央 糸魚小学校 １
士別市朝日町中央 朝日中学校 １

め、
「

」
、美瑛町字瑠辺蘂 西美小学校 １

「
」
、上富良野町松井牧場 清富小学校 ２

「

」

、
士別市朝日町中央 糸魚小学校 １
士別市朝日町中央 朝日中学校 １
士別市朝日町中央 士別市朝日町学校給食センター １

「

」
及び

旭川市神居町豊里 豊里小学校 ２
旭川市神居町豊里 豊里中学校 ２

「
」
を削旭川市東旭川町豊田 旭川第四小学校 １

り、
「

」
を士別市温根別町南線通 温根別中学校 １
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り、留萌支庁管内の項中
「

」
及び増毛町信砂 信砂小学校 １

「

」
を削

小平町字本郷 本郷小学校 ２
小平町字本郷 本郷中学校 ２

「
」
を削中川町字安川 佐久小学校 ３

「
」
及び下川町一の橋 一の橋小学校 ２

り、宗谷支庁管内の項中
「

」
、中頓別町字敏音知 敏音知小学校 ３

「
」
及び礼文町大字香深村字ナイヲロ 内路小学校 ４

「
」
を削礼文町大字船泊村字ウエントマリ 上泊小学校 ４

り、網走支庁管内の項中
「

」
、津別町字恩根 恩根小学校 ２

「

」

、
佐呂間町字仁倉 仁倉小学校 ３
佐呂間町字幌岩 幌岩小学校 ３
佐呂間町字知来 知来小学校 ２

「

」

、
佐呂間町字浜佐呂間 浜佐呂間中学校 ２
佐呂間町字若里 若里小学校 ２
佐呂間町字栄 栄小学校 ２

「
」
、佐呂間町字富武士 富武士小学校 １

「
」
及び佐呂間町字中園 若佐中学校 １

「
」
を削遠軽町社名淵 社名淵小学校 ２

り、胆振支庁管内の項中

「
」
及び豊浦町字新富 新富小学校 ４

「
」
を削豊浦町字大岸 大岸中学校 １

「
」
を削根室市温根沼 幌茂尻小学校 １

り、
「

」
を根室市西和田 和田中学校 １

「

」
に改

根室市西和田 海星小学校 １
根室市西和田 海星中学校 １

め、
「

」
、中標津町字西竹 若竹小学校 ３

「
」
及び中標津町字俣落 俣落中学校 ２

「
」
を削標津町字忠類 忠類小学校 ２

る。

り、日高支庁管内の項中
「

」
及び

えりも町字目黒 目黒小学校 ３
えりも町字目黒 目黒中学校 ３

「
」
を削えりも町字庶野 庶野中学校 ２

り、十勝支庁管内の項中
「

」
を削

大樹町字生花 生花小学校 ３
大樹町字生花 生花中学校 ３

り、根室支庁管内の項中
「

」
及び根室市西和田 和田小学校 ２

北海道人事委員会告示第６号
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平成 年北海道人事委員会告示第 号（へき地学校に準ずる学校の指定）の一部を次のよ
うに改正し、平成 年４月１日から適用する。

平成 年３月 日
北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

空知支庁管内の項中
「

」
を月形町字知来乙 知来乙小学校

削り、留萌支庁管内の項中
「

」
を留萌市礼受町 礼受小学校

削り、胆振支庁管内の項中
「

」
を

伊達市有珠町 有珠小学校優健分校
伊達市有珠町 有珠中学校優健分校

削る。

北海道人事委員会告示第７号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（特別の地域に所在する学校の指定）の一部を次の
ように改正し、平成 年４月１日から適用する。

平成 年３月 日
北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

檜山支庁管内の項中
「

」
を江差町字豊川町 江差南高等学校

削る。

北海道人事委員会告示第８号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（特地部局及びその級別の指定）の一部を次のよう
に改正し、平成 年４月１日から適用する。

平成 年３月 日
北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

道職員給与条例関係の表渡島支庁管内の項中

削り、檜山支庁管内の項中「檜山支庁檜山南部地区農業改良普及センター」を「檜山支庁檜

「
」
を鹿部町字本別 栽培漁業総合センター ２

山農業改良普及センター」に改め、
「

」
及

上ノ国町字湯ノ岱 湯の岱診療所 ３
奥尻町字米岡 函館土木現業所奥尻出張所空港整備室 ５

「
」
を今金町字今金 函館土木現業所今金出張所 ２

び
「

」

を

せたな町瀬棚区本町 檜山支庁檜山北部地区水産技術普及指導所 ２
せたな町北檜山区北檜山 檜山保健福祉事務所北檜山社会福祉事務出張

所
２

せたな町北檜山区北檜山 檜山森づくりセンター北檜山事務所 ２
せたな町北檜山区北檜山 檜山支庁檜山北部地区農業改良普及センター ２

削り、

「

」

に

今金町字今金 函館土木現業所今金出張所 ２
せたな町北檜山区北檜山 檜山保健福祉事務所北檜山社会福祉事務出張

所
２

せたな町北檜山区北檜山 檜山森づくりセンター北檜山事務所 ２
せたな町北檜山区北檜山 檜山支庁檜山農業改良普及センター檜山北部

支所
２

せたな町瀬棚区本町 檜山支庁檜山北部地区水産技術普及指導所 ２

改め、後志支庁管内の項中「後志支庁南後志地区農業改良普及センター」を「後志支庁後志
農業改良普及センター南後志支所」に改め、
「

」
を真狩村字光 後志支庁南羊蹄地区農業改良普及センター ２

削り、空知支庁管内の項中

「
」
を小平町字小平町 留萌支庁防災ダム建設事務所 １

改め、留萌支庁管内の項中

「
」
を栗山町字南学田 空知支庁南部耕地出張所 １

「

」
に砂川市北光

栗山町字南学田
砂川少年自然の
空知支庁南部耕地出張所

１
１
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削り、「留萌支庁中留萌地区農業改良普及センター」を「留萌支庁留萌農業改良普及セン
ター」に、「留萌支庁北留萌地区農業改良普及センター」を「留萌支庁留萌農業改良普及セ
ンター北留萌支所」に改め、宗谷支庁管内の項中「天北農業試験場」を「上川農業試験場天
北支場」に、「宗谷支庁宗谷南部地区農業改良普及センター」を「宗谷支庁宗谷農業改良普
及センター」に、「宗谷支庁宗谷北部地区農業改良普及センター」を「宗谷支庁宗谷農業改
良普及センター宗谷北部支所」に改め、網走支庁管内の項中

「
」
を中標津町字中標津 中標津空港管理事務所 ２

「
」
に、中標津町北中 中標津空港管理事務所 ２

「根室支庁北根室地区農業改良普及センター」を「根室支庁根室農業改良普及センター北根
室支所」に、

「

」
を釧路市阿寒町舌辛原野 線

北
釧路警察署布伏内駐在所 ３

「
」
を中標津町字中標津 根釧農業試験場 １

「
」
に中標津町旭ヶ丘 根釧農業試験場 １

改め、警察職員給与条例関係の表札幌方面管内の項「厚真町錦町」を「厚真町京町」に改め、
釧路方面管内の項中

削る。

北海道人事委員会告示第９号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（準特地部局の指定）の一部を次のように改正し、
平成 年４月１日から適用する。

平成 年３月 日
北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄

道職員給与条例関係の表渡島支庁管内の項中「渡島支庁渡島南部地区農業改良普及センタ
ー」を「渡島支庁渡島農業改良普及センター渡島南部支所」に改め、網走支庁管内の項中「
網走水産試験場紋別支場」を「網走水産試験場加工利用部」に、「網走支庁紋別地区農業改
良普及センター」を「網走支庁網走農業改良普及センター紋別支所」に改め、日高支庁管内
の項中「日高支庁日高東部地区農業改良普及センター」を「日高支庁日高農業改良普及セン
ター日高東部支所」に改め、十勝支庁管内の項中「十勝支庁十勝北部地区農業改良普及セン
ター」を「十勝支庁十勝農業改良普及センター十勝北部支所」に改め、警察職員給与条例の
表中

削る。

「
」
を浦河町堺町東１丁目 浦河警察署堺町駐在所

「
」
を網走市能取港町１丁目 水産孵化場内水面資源部道東内水面室 ２

「

」
に、網走市能取港町１丁目

網走市字潮見
水産孵化場内水面資源部道東内水面室
北方民族博物館

２
１

「網走支庁美幌地区農業改良普及センター」を「網走支庁網走農業改良普及センター美幌支
所」に、「網走支庁清里地区農業改良普及センター」を「網走支庁網走農業改良普及セン
ター清里支所」に、「網走支庁遠軽地区農業改良普及センター」を「網走支庁網走農業改良
普及センター遠軽支所」に、「網走支庁湧別地区農業改良普及センター」を「網走支庁網走
農業改良普及センター遠軽支所湧別分室」に、「網走支庁興部地区農業改良普及センター」
を「網走支庁網走農業改良普及センター紋別支所興部分室」に改め、日高支庁管内の項中
「日高支庁日高西部地区農業改良普及センター」を「日高支庁日高農業改良普及センター日
高西部支所」に、「日高支庁日高中部地区農業改良普及センター」を「日高支庁日高農業改
良普及センター」に改め、十勝支庁管内の項中「十勝支庁十勝西部地区農業改良普及セン
ター」を「十勝支庁十勝農業改良普及センター十勝西部支所」に、「十勝支庁十勝中部地区
農業改良普及センター」を「十勝支庁十勝農業改良普及センター」に、「十勝支庁十勝南部
地区農業改良普及センター」を「十勝支庁十勝農業改良普及センター十勝南部支所」に、
「十勝支庁十勝東北部地区農業改良普及センター」を「十勝支庁十勝農業改良普及センター
十勝東北部支所」に改め、釧路支庁管内の項中「釧路支庁釧路東部地区農業改良普及セン
ター」を「釧路支庁釧路農業改良普及センター釧路東部支所」に、「釧路支庁釧路北部地区
農業改良普及センター」を「釧路支庁釧路農業改良普及センター」に改め、根室支庁管内の
項中「根室支庁南根室地区農業改良普及センター」を「根室支庁根室農業改良普及セン
ター」に、
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